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1内航海運の現状について

1昊灘癌騰晶諜小谷道彦
　　　噛㍉＿＿

　期待と希望を持って迎えた21世紀であるが、

世界情勢は、グローバリゼーション化が一層進

む経済と、民族や宗教などを背景とした対立が

激しさを増す政治・社会との矛盾を抱え、混迷

の度を深めている。世界同時不況の中で、日本

経済は、かつて経験したことのないデフレ状況

に陥り、先行きは不透明である。

　当協会では、内航事業者の会員も増え、内航

への取り組みに力を注いでおり、私自身、近海

内航部会のメンバーでもあるので、内航海運業

界の現状について述べることにする。

　内航海運業界では、平成10年に規制緩和の流

れの中で船腹調整事業を解消し、金融機関等か

らの借入500億円を基に内航海運暫定措置事業

を導入した。今云うところの「痛みを伴う構造

改革」である。この事業によって3年間で当初

予測を大ぎく上回る約一千隻、重量トン数にし

て約1］0万トンに上る過剰船腹を買い上げ、特

に代表的な船種である一般貨物船、一般油送船

では共に約2096にも及ぶ減船効果となった。本

来ならば、これだけ大量に減船すると船腹需給

がタイトになり市況は上昇に転ずるところだが、

未だ］スト割れの状況が続いている。この状況

は、景気の低迷による荷動きの減少に加え、荷

主業界の統合や合併、提携等による再編（例え

ば石油では4グループに、セメントは4社体制、

鉄鋼も2グループに集約）によって、再編以前

議

の2／3程度の船腹量で輸送可能となり、船腹

需要が減少したことが大きな要因である。荷主

系列化され、経営基盤の脆弱な内航業界にとっ

て、現在の状況は容易ならざる事態であり、も

う一段の減船の必要性を実感している。

　このような状況の中、暫定措置事業は、事業

規模を500億から700億円へ増額し、過剰船腹解

消の役割を担ってきたが、返済原資となる新規

建造の不振と大量の買い上げが重なり、収支の

バランスが崩れ始めた。この事態に対処すると

共に、「満15年以上の老齢船は買い上げ対象と

しない」というルールにも対応するため、シン

デレラプロジェクトとして政府保証枠の増額を

国土交通省に要請し、昨年末に補正予算で、80

億円の追加政府保証が認められ、さらに、平成

］4年度本予算でも同額を要請している。この暫

定措置事業の円滑な運営には、収入である建造

の促進が重要な要素であり、この建造促進のた

めの制度・政策を行政に求めたい。

　内航業界は多くの課題を抱えているが、船主

協会の力を借りながら、内航総連合会を中心に

モーダルシフトや静脈物流などの新たなソース

を開発し、荷主や関係業界の理解を求めつつ、

経営基盤の強化と地位向上を図るため諸事業を

展開していくことが内航海運の再生への道であ

ると考えている。

ぜんきょうE8∂2002⑲1
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国際会議レポート

密航者の早期下船を図る条約を採択
　一FAL（国際海上運送の簡易化に関する1965年）条約の改正

　ロンドンの国際海事機関（IMO）本百1三1こおい

て、2002年1月7日から11日の問、船舶の入出

港に伴う税関、入出国管理、口引／検疫等の手

続きの簡素化を検討する簡易化委員会（Facilita－

tion　Committee：FAL）が開催された。今会合

では、密航者の取扱いがFAL条約に取り入れら

れ、2003年5月1日までに一定国数の異議通告

がない限り発効する見込みとなった。今回の改

正により、密航者の迅速な下船等、長年にわた

って船長や船舶運航者を悩まし臨けている幽幽

が少しでも改善されることが期待されている。

1．FAL条約について

　FAL条約　（Convention　on　Fac量litation　of　Inter－

national　MariUme　Traf匠。，1965）はわが国が批

准していないことから馴染みは薄いが、「国際

海上運送の簡易化に関する1965年条約」通称、

（

簡易化条約と呼ばれており、船舶の出入港に伴

う税調、入日ll　1管理、検疫等の海上伽送に関連

した手続きおよび規則の統一・化、標準化を図る

ことで、海上運送の不必要な止延をなくすこと

を目的としている。口本、パナマをはじめIMO

加盟国の半分近くがlill条約を批准していないが、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ．近年、特に電子化／IT化（EDI）亭の革新的な

技術の進歩を〒」京に、同条約の重要性が碇透し

ていることから、批准国は増加することが予想

されている。

　FAL委員会のオ’来の作業は手続きの簡素化

を検討することにあるが、．・方で、鞍航者、不

法移民、海賊等の安全保障同遺も船舶の運航に

遅延を生じさせるものとして取り扱っており、

1月の会合では米口同馬多発テロに端を発した

船舶および港湾におけるテロ対痕や、昨年の豪

州沿岸におけるタンパ㌔揖牛に関連し、海上に

2§せんぎょう勲b2002
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おいて救助された人員の取扱い等についても審

議されている。

注：タンパ号事件

　昨年8月にインドネシアから豪州に密航を企て

遭難した438人を救助したノルウェー雑コンテナ

船タンパ号が豪州政府から遭難者の上陸と同船の

　臨時寄港を拒否された事件

2．密航者問題

　近年、わが国では中国からの集団密航者が増

加している他、コンテナ内に潜むなど一．．．・般商船

を利用した密航者は増加傾向にあるが、豊な生

活を求めて貧しい国から富める国へと密航事犯

は世界的に後を断たず、密航斡旋が国際犯罪組

織により企てられている。

　密航者の大半はパスポートなど身分、身元を

証明する書類を一切所持せず、言葉も通じない

ことが多いことから、寄港地では厄介者扱いを

され、容易に受入れてもらえないのが現状であ

る。わが国においては「出入国管理および難民

認定法」で密航者の取扱いが規定されているが、

少なくとも密航者の国籍など身元または乗船地

が確認されない限り．上陸させることは困難であ

り、また、密航者の送還費用等の負担は密航者

を運んできた船社の義務とされている。この義

務は出港の際に．．．卜分注意したにもかかわらず乗

船されてしまった場合でも免れない、いわば無

過失責任とされている。

　諸外国においても同様の扱いであるため、一・

旦、船上に乗り込まれ、出港後に発見された場

合、その処遇に乗組員は多大な労力を強いられ、

密航者の身元が明確となり、どこかの国が下船

を受入れてくれるまで、船内で長期問保護する

こととなる。さらに、船社、運航者は密航者の

ために運航の遅延を招くことに加え、被害者で

あるにもかかわらず船内での密航者の扱い方に

よっては、船長の逮捕・拘留、罰金、船舶の拘

留など不当に罰せられるケースもある。密航者

の迅速な下船、送還のためには船舶の所属する

旗国、寄港国、密航者の国籍国用の協力、支援

が不可欠であるが、旗国といっても便宜．置口引

では実質的に対．応機能がなく、あまり当てには

できない。．．一方、実質的船主国は、乗組員が自

国民であって密航者により危害が加えられる恐

れがある場合等を除き介入の余地はないため、

大きな期待はできない。

　船舶では、特にハイリスクな港に人馴する際

には乗り込み防止対策に万全を期すとともに、

出港前および直後には船内サーチを実施してい

る。しかし、乗組員による警戒、サーチにも拘

わらず、特に港湾関係者が関与した場合など、

密航を完全に防止することは困難な実状である。

3．FAL条約改正に至った経緯

　船舶を使った密航者についての取扱いに関し

ては、：従前より国際的な検討がなされており、

1957年に国際条約（ブラッセル条約）が策定さ

れている。しかし、批准国が少なく発効には至

らず、このため、国際海運会議所（ICS）等が

IMOに働きかけ、ブラッセル条約の批准促進、

新たな条約の策定等解決に向けた提案など継続

してきた結果、1997年にガイドラインがIMO

決議として採択され、密航者の取扱い、下船・

送還等に関する船主・船長、各国の義務等が具

体化された。しかしながら、同決議はガイドラ

インとの位．置付けから強制力を有しないため、

更に有効な国際的な文書にする方策を検討した

結果、FAL条約の一一一部分として条約化するこ

ととなった。内容的には概ねIMOのガイドラ

せんぎょうF納20θ2愚3
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インに準じたものとなっているが、条約化され

たことで締約国に対しては、身元の確認がなさ

れるなど一定の条件が満たされた場合には強制

力を有することになり、批准国は少ないものの、

問題解決に向け、一歩前進するものと思われる。

　同条約改正の骨子は以一ドのようになっており、

関係国、関係者が密航者の下船や送還について

協力することを求めている他、沿岸州に港湾の

保安確保および密航者の船舶への乗り込みを防

止するための対策、船主が負担する送還費用や

密航者の拘留に伴い発生する費用を最小限に留

めるよう求めている。なお、入権に配慮し、密

航者を基本的には難民として取り扱うことが

IMO決議書に比較し、より明確にされている。

FAL条約改正の骨子

　A．一般原則

　　＊国連で採択された難民に関する協定等に

　　　適合すること

　　＊公的機関、港湾当局、船主・船長等の関

　　　係者は密航者の防止、送還、下船等に関

　　　し協力しあい、密航者が長期間船上に留

　　　め置かれることを防止するための対策を

　　　とること

　B．港湾当局、船主・船長による防⊥ヒ対策お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（
　　よび密航者等の訴追

　C．密航者の船上での取扱い

　D．予定航路からの離路

　E．密航者の下船および送還等に伴う関係国

　　の責務等

　F．密航者の送還等に要する費用

　　　　STCW95に関するPSCが6ヶ月の執行延期1
　　　　－IMO第33回訓練当直基準小委員会（STW）の模様

　IMO第33回訂Wが、本年ユ月21日から25目

までロンドンのIMO本部において開催され、

緊急課題として訂CW95条約の完全導入に伴

うPSCにおける取扱い等が検討された。

　srCW95条約は、本年2月1日より完全導入

されるが、各国より条約要件を期日までに完全

遵守することの困難性が表明された結果、次の

点を内容とするIMOサーキュラーが合意され、

1月25日付けで各国に回章された。

　①ポートステートコントロール検査官に対

　　し、2月1日から6ヶ月（7月31日迄）の

　　聞、srcw95対応の海技免状所持並びに乗

　　船船舶の旗国による免状の承認に関する不

　　備については、船舶の拘留を行わないよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　L

　勧告する。

②ISM証書発給機関に対し、2月1日か

　ら6ヶ月（7月31日迄）の間、訂CW95対

　応の海技免状所持並びに乗船船舶の旗国に

　よる免状の承認についての不備を理由とし

　たISM証書の発給停止については、これ

　を猶予するよう勧告する。

その他、今次会合では、海技免状に関連した不

法行為の防止について、水先人の訓練および資

格証明書およびIMO総会決議（A．485（皿））の

改正、高速救命艇（FRB）の乗組員に対する訓

練方法等について審議が行われた。

4§》せんぎょうF⑳2002



3 サブスタンダード船の排除に向けたアクションプランを策定

一交通に関する大臣会合の模様

｝「

　わが国の呼びかけにより、環境にやさしい交

通の実現に向け、交通に関する政策等を議論す

ることを目的とした会合が、主． v20三国＊の交

通担当大臣のほか欧州委員会および国際海事機

関（IMO）の参加の下、1月15～16Ei、東京に

おいて開催された。咋年9月の米国同時多発テ

ロ事件以後、はじめて主要国の交通担当大臣が

集まる会合となったことから、「交通とテロ対

策」についても議論のテーマに追加された。

〔1）交通と環境

　　環境にやさしい交通の実現をテーマとして、

　各国が進めていく政策の基本的方向等につい

　て総括的な議論が行われ、交通に起因する環

　境問題に今後一．．・層積極的に協力して取り組ん

　でいくとするなどの共同宣言が採択・署名さ

　れた。また、a）海洋汚染の防止、　b）都市に

　おける交通と環境、c＞環境にやさしい自動

　車の開発・普及の3つの議題が設定され、そ

　れぞれについて共同声明が取りまとめられた。

　a）海洋汚染の防止に関しては、概略以下の

　　アクションプランが策定され、サブスタン

　　ダード船による海上の安全と海洋汚染に対

　　する脅威の排除を目指し、これらの実行の

　　ための着実な措置を講じていくこととされ

　　た。また、これらのプランには国際的な検

　　討が必要なものもあり、わが国よりこの会

　　議の報告をIMOへ提出することとされた。

　①旗国の条約実施状況に対する自主的な

　　IMO監査プログラムの早期創設

　②質の高い船舶に対するインセンティブス

＊　オーストラリア、オーストリア、ベルギー、

　リア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、

　ウェーデン、イギリス、アメリカ

　　キームの促進

③EQUASISなどの船舶データベースの利

　　用拡大および使用の推進

④国際安全管理コード（ISMコード）の実施

⑤各地域・部厚でのポートステートコント

　　ロール（PSC）の運用方法の調和

⑥開発途．ヒ国の旗国としての条約実施およ

　　びPSC活動のための技術支援

　⑦サブスタンダード船に対する監視システ

　　ムの整備

（2｝交通とテロ対策

　　交通に関するセキュリティの確保のため、

　今後、各国が連携・協調して推進するべき課

　題について議論が行われた。その結果、主要国

　の強い連携、途上国への国際協力の推進、関

　係国際機関の活動支持を通じて、交通に関す

　るセキュリティを確保していくという強いメ

　ッセージを世界に発出すべきとの意見で一．致

　し、以．ドを骨子とする共同声明が採択された。

「交通とテロ対策に関する共同声明」骨子

①　米国で発生した同時多発テロへの非難

　および犠牲者への追悼

②国際民間航空機関（ICAO）および国際

　海事機関（IMO）の行動の支持および協力

③航空保安に関する匡際基準の拡充・強

　化、監視監査計画の確立を目指すICAO

　ハイレベル閣僚会議（本年2月開催予定）

　の成功に向けた協力

④国際的な情報交換および途上国への国

　際．協力や関係国際機関への協力の強化

　カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタ

ノルウェー、ポルトガル、韓国、シンガポール、スペイン、ス

ぜんぎょうE⑳2002勲5



内外情報

1 「首都圏第3空港問題について」当協会は引き続き航行安全を主張

一「第7回首都圏第3空港調査検討会」の模様について

　首都圏第3空港問題について国．目交自省は、

「首都圏第3空港調査検討会（座長：巾村英夫

武蔵工大教授）」（以．下、「中村検討会」）を設置

し検討を進めている。同省は、平成1．3年12月末、

現B滑走路に平行な滑走路により羽田空港を再

拡張することとする「羽m空港の再拡張に関す

る基本的考え方」を取りまとめた。

　これに対し当．協会は、同日、安全で利用しや

すい東京港であることが不可欠であるとの観点

から航路は直線が望ましいこと、また、そのた

めの新海目処分場計画の修正など、政府・東京

郡等に対し的確な判断を求めるため、♪1脇会同

長保英会長コメントを発表した。（本誌2002年

1月号P．4参照）

　平成14年1月30日、第7回中村検討会が開催

され、当協会からの委員として小澤幸夫政策委

員会副委員長が出席した。

　検討会では、はじめに事務局（国土交通省航

空局）より、平成13年12月末発表の「刃刃出空港

の再拡張に関する基本的考え方」をとりまとめ

るに至った経緯について報告があり、続いて当

協会小澤委員より、以一ドの通り発言があった。

　「海運業界は船舶の安全運航が社会的責務で

あり、当協会はかねてよりこの観点から重大な

関心を持って中村検討会に参画している。航空

局が実施したビジュアル操船シミュレータ実験

の結果についてのコメント、即ち、「（東京港第

一航路は）直線が望ましいというものと、航路

の屈曲角は10度以一．ドであれば安全である若しく

は何とかなる』は、操船実務者（現役の水先人

および船長）からのコメントであることを認識

願いたい。そして、航路の屈曲角15度が安全で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（
あるといった方は工人もいなかったことも重く

受け止めていただきたい。今後行政にお．いては、

様々な観点から総合的に判断されるのだろうが、

当協会の安全に対する願いは配慮して頂きた

い。」

　次に事務局より、羽田空港の再拡張に関する

国土交通省の今後の作業について以下の通り説

明があった。

　首都圏第3空港についての平成14年度予算は

13億円（政府案）で、うち羽出空港再拡張に12．7

億円を充当する予定である。今後の作業内容は、

海上交通安全対策の検討の他、調査ボーリング、

設計・施工の具体的検討、環境アセスメント、

事業スキームの検討等と予定している。

　また、首都圏第3空港の検討については、従

来は羽田と他の候補地を横並びで比較したが、

羽田再拡張が決定されたことから、これを前提

としたものに見直すこととしており、検討にあ

たっては需要予測の精査・見直しや、鉄道アク

セスの再検討などが必要である旨、航空局より

説明があった。

　委員から、需要予測について、平成13年9月

ll口の同時多発テロの影響等も検討すべきであ

るとの意見が出され、中村座長から今後の需要

6醸せんきょうFの2002



動向を見ながら、委員の知識を駆使して検討し、

第3空港の成案が出るところまで持っていきた

いとの発言があった。

　当協会は、今後も引き続き、船舶の航行安全

2

確保の観点から、また、港湾の効率性を含む経

済性の観点からも、鋭意意見反映に努めていく

こととしている。

船員対策特別委員会代表団が中国を訪問
中国船員事情調査について

　去る1月14卜1〔爪～18印金の問、船員対策特別

委員会の代表団が中国船主協会他を訪問、中国

船員の海外派遣事情等について情報交換した。

　代表団は、杉浦船員対策特別委員会幹事長を

団長とする総勢6名で構成、訪問先は、中国船

主．協会、中国対外週日工程商会（中国外派海員

協調機構）、COSCOMAN（COSCO　MANNING

COOPERATION　INC，）、　MASES（CHINA　Ma一

「ine＆Seamen　Service　Corp．：中海海員対外技

術服務有限公司）等で北京、青島、大連の3か

所を訪問した。

　今回の訪問の目的は、船員の海外派遣が拡大

しつつある中国の船員、マンニング業界の実情

調査ばかりでなく、2001年暮れに調印された、

中国船†協会船員委員会、中国海員組合、国際

船員協会、全［本海員組合の4者による中国船

員の日本関係船への派遣に関する協定の意図す

るところを中国側から聞くことにあった。

▲当協会船員対策特別委員会代表団（右側）と中国船

　主協会との情報交換

　今回の代表団は、中国船主協会を訪問する初

めての代表団であったこともあり中国側の大変

な歓待を受けた。

　中国の船員海外派遣の現状は、関係者の説明

を総合すると、最近になって海外派遣をビジネ

スとして専門化し、外国企業向けの船員教育を

始めており、海外船主等と．協力して船員訓練を

実施し、同時にその企業向けに派遣する方策を

拡大しようと各方面に働きかけているようであ

る。

　また、4社．1三寿に関しては、中国船員の日本

関係船社への派遣を制限することを意図してい

るのではなく、これまで雑多なマンニング会社

による無秩序な派遣に一定のルールを適用する

ことで秩序を築き、日／中双方に安定的で、メ

リットのある派遣制度とするためであるとの説

明を受けた。なお、今後については、本件を含

め、この種合意を日側側と結ぶ際には、日本船

主協会と．卜分な．協議をし、双方に利益のあるも

のとしたい旨の発言を得た。

　中国船主協会のトピックとしては、最近定款

改正をし、外国企業の中国現地法人にも会員資

格を与えるようにしたとのことである。

　全般的印象として、中国は船員の海外派遣ビ

ジネスを積極的に拡大することに意欲旺盛であ

り、日本との関係強化にも期待十分である。今

せんきよっF帥2002韓7



騨巨W5醐匠W5閥匠W5「馬己．匿WS．．．竃騨§験総爆、怒

回の訪問はこれら中国側の意欲が理解できた点

で十分有意義なものであったと思われる。

　代表団参加者（敬称略）

（団　長）

　杉浦　　哲　　日本郵船

　　　　　　　（企画グループ長代理）

　久田　　裕　　日本郵船

　　　　　　　（国際船員グループ長）

北村　和裕　　商船三井

　　　　　　　（国際船員グループ課長代理）

東海林　明　　川崎汽船（国際船員チーム長）

中1」．1未知生　新和海運

　　　　　　　（海務グループ船員チームリーダー）

井上　　晃　　日本船主協会

　　　　　　　（船員対策室長）

　　　　公社パースの貸付料減額措置

　　　　一神戸港埠頭公社の挑戦一

　神戸港埠頭公社は、本年1月1日からコンテ

ナバースやフェリーバースなどの公社バース貸

付料を減額した。

　これは、神戸港を取り巻く厳しい情勢を冷静

に踏まえた上で、神戸港のコスト競争力を高め

ることにより貨物集荷をより促進し、港湾にお

ける業務量増加を図る活性化施策として期間を

限定して打ち出したものである。

　コンテナバースについては連続2バース借受

者のみを対象に、契約貸付料の約30％を減額す

るとともに、暫定使用を除く借受者を対象とし

て貨物増加へのインセンティブ制度を導入した。

同制度は、神戸港への集荷に貢献した借受者に

対し、前年比増加した外貿コンテナ取扱個数に

対して2000円／TEUを貸付料から減額するとい

うもので、5千万円／借受者を限度としており、

2001年12月から2004年1ユ月までの取扱貨物量を

対象に3ヵ年間実施される。

　また、ライナーバースについては契約貸付料

の約4Q％を、フェリーバースについては同約30

％を減額する。なお、これら公社バース貸付料

の減額措置は2002年1月から2005年3月末まで

（

が対象となる。

　神戸港のコンテナ貨物取扱量の約80％を占め

る公社バースの貸付料減額は、コスト競争力を

高める施策として今後その成果が期待されるが、

その総額は年問で35億円程度が見込まれ、約3

年間の時限措置で生ずる100億円規模の公社収

入の減収は用地売却や港湾管理者たる神戸市か

らの支援でまかなわれる予定である。

　公社バースの貸付料は、港湾管理者が整備運

営する公共バースに比べて．一般的に割高で、取

扱量に拘らず定額であることから取扱量がター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ミナル運営費に直接影響し、また最近では貸付

料が安い、『新方式』（岸壁・泊地≡国整備、埋

立造成＝港湾管理者整備、クレーン等上物＝公

社整備）によるバースも稼動を始め、既存バー

スとの不公平感も生じている。

　神戸港のコスト競争力回復努力にはもちろん

エールを送りたいが、時代に即応した、わが国

独自の港湾像を追求する視点が今こそ、国をあ

げて求められているのではないかとつくづく考

える。
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シップ・リサイクル問題をめぐる国際機関の動きについて

　1998年頃より、欧州を中心に、インド、バングラデシュ等における船舶の解撤が環境および労

働者に著しい影響を与えているとの指摘が環境団体等より行われたこともあり、国際的にも対応

が強く求められるようになりました。そのような背景もあり、現在次の各国際機関において船舶

の解撤（リサイクル）についての検討が行われています。上記の環境団体の指摘もさることなが

ら、解撤事業が環境と労働安全面において十分に配慮することは当然のことですが、同事業に対

し今後大きな制約が加えられ大量発生が見込まれる老朽船の解撤が困難とならないように、関係

者にとって合理的、かつ実行可能な方策の議論が行われることが求められます。

●【MO（国際海事機関）MEPC（海洋環境保護委員会）

　IMOは2GOO年3月の第44回MEPCにて船舶解撤をその検討課題とすることを正式に決定、そ
れを受けて解撤に関する情報収集を行うためコレスポンデンスグループ（CG）が設置された。さ

らに、2001年4月の第46回MEPCでは、船舶解撤を第47、48、49回MEPCの主要議題とするこ

とが合意された。3月に開催される第47回MEPCよりワーキンググループが設置され、　CGが

収集した情報をもとに船舶解撤に係るガイドラインの策定等に向けた具体的な検討が開始される

見込みである。

●UNEP（国連環境計画）バーゼル条約

　1999年の第5回締約国会議において、船舶解撤問題を技術上および法律上の両面から検討する

ことが合意された。それを受けて、技術作業部会（TWG）において「船舶解撤の技術ガイドライ

ン」を策定することとなり、数回の検討の後、2002年1月半第｝9回TWGにてガイドラインの内

容がほぼ最終化された（※）。ガイドラインは、5月の第20回TWGの承認を経て12月の第6回締

約国会議で採択される予定である。また、法的問題については、今後IMOと協調して検討して行

くこととされている。

　※船舶解撤ヤードの技術ガイドラインは、環境に配慮した解撤作業方法や解撤ヤードのレイアウト、環境マネジ

　　メント等に関するものとなっている。

●比0（国際労働機関）

　船舶解撤に携わる作業員の労働安全面での対策が立ち遅れていることからILOにおいても、

2000年の「輸送機器の製造におけるグローバリゼーションの社会的・労働者的影響に関する3者

　（政府、使用者、労働者）会合」にて、船舶解撤における労働者の安全および健康に関する包括

的指針の作成に向けて検討を進めていくこと等が結論として合意された。また、同年のILO理

事会においてこの合意（結論）を支持することが決議され、2001年以降、3者が短期、中期、長

期的に取り組むべき課題について検討が開始された。

●ICS（国際海運集会所）

　1999年、海運業界として解撤問題に取り組んでいくためにWGを設置した。　WGでは、　IMOで

の検討に協力し、船舶に含まれる危険物質についてのインベントリーリストを作成するとともに、

解撤に関する船主としての行動指針を取りまとめ、2GO1年8月にこれを発表した。

　当協会では、既報のとおり、これらの動きに対応するため、海運業界を始め造船業界、解撤業

界さらに舶用機器業界などの関係業界とともに2GOO年10月差シップ・リサイクル連絡協議会」設

置しました、同協議会では、船舶解撤に関して実現可能な範闘で協力していくための方策を検討’

している他、主要解撤国の調査を実施することとし、2001年10月、中国における船舶解撤の実情

調査を行っています（本誌2002年1月号P．20参照）。

　なお、以上、概要をご紹介しました船舶解撤をめぐる最近の動きについては、去る1月24日、

関係者にお集まりいただき座談会を開催しましたので、本誌次号（3月号）にてご紹介する予定

です。
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各種調査・報告書欄

リアルチャートとヴァーチャル対談で迫る

港の手続きについて
　　　　　　　　　　　　本船入港と輸入

「港湾」2002年1月号
（社）日本港湾協会発行

特集ワンス．トップサー

円生輪今日は、港に船が入ったり貨物を輸入す

るときの手続きについて知りたい。

　聞けばうんざりするぐらい手続きがあるんだ

ってねえ。

四角1ミli船に関する部分と貨物に関する部分とに

分けて話そう。まず船のほうは、

　→（太黒）の流れの部分だ。船囲・本船と打ち

合わせた船舶代理店が少なくとも5つの役所に

申請書や届出書を提出して許可をもらったりし

ている。現在、提出書類の太字の項目は「港湾

EDI」、「Sea－NACCS」といった電子情報システ

ムで処理できる。

円生愈貨物のほうは誰がやるんだいP

四角還｝i荷主が自分でやることもあるが、大抵は

フォーワーダーないしは通関業者が代行または

代理する。→（太赤）の流れの部分を見て欲しい。

コンテナ単位の輸入で港で通関される典型的な

ケースだが。

円生憩システムは大体つながっているのかい？

四角累i太実線の部分は「Sea・NACCS」で概ね処

理可能となってはいるが、実際にはハードコピ

ーを添付する部分も結構多いし、荷主一フォー

ワーダー問が使い勝手が良くつながるか、など

＿＿＿滋賂∵饗戴i
課題は残っている。手続きを順番に説明しよう。

　輸出地で船積されると、荷主は輸出者（或い

は取引銀行）との問で決済を済ませ、彼らから

船積み関係書類（B／L、インボイス、パッキン

グリスト等）を取得する（①）。

　　この頃、船社は荷主（またはフォーワーダー、

　通関業者己以下岡じ）に本船の到着予定を知ら

せる（②）。

　一方で、船社はCY（CYオペレーター）経由、

　税関にマニフェスト（積荷目録）を提出する。

　（③・④）。

　円生藩マニフェストってなんだい？

　四角醗本船の全積載貨物について積地、揚地、

　B／L番号別に貨物の明細、受け荷主等を記載

　した書類で、税関は本船入港に際してこれの提

　出を求め、これにより、当該本船の揚荷の全貌

　を把握し、貨物の取り締まりや課税を行う。荷

　主は、B／Lを裏書して船社に渡し、船社は引き

　換えに、D／0を荷主に渡す（⑤・⑥）。

　円生藩D／Oって？

　四角慈デリバリーオーダー。三社の現場である

　CYは、これを持参してきた人にしか貨物を引き

　渡さない。今日の話は全部原則的な話だけれど。
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（提出書類　※必要時のみ提出害類も含む）
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　CYは、本船が入港すると、コンテナをヤード

に陸揚げする。（⑦）。

　そしてヤード内の「（税関に指定された）保

税地域」に、全てのコンテナを「搬入」する。

　また、コンテナ番号などを詳細に記載した「卸

（オロシ〉コンテナ・・覧表」を提出して、コン

テナ（箱）自体の通関申告を行う（⑧）。

円生藩陸揚げと「搬入」とは違うのかい？

四角悪動作としてはひとつだね。物理的な意味

の陸揚げ、すなわちヤードへの搬入は関税法上

は「保税地域への搬入」でもある。関税法によ

ると、「外国貨物は（輸入許可されていわゆる

内議になるまでは、の意）、保税地域以外の場

所に置くことができない」（第30条工）とある。

本船が着岸するヤードは通常税関が指定する

「保税地域」となっている。つまり、見た目に

は、船からコンテナを卸し、ヤード内に整頓蔵

．置するだけだけれど、関税法．ヒの「搬入」行為

となっているということ。税関としては全ての

コンテナがちゃんと「搬入」されたことを確認

し、かつ④で入手したマニフェストと照合した

りする。ちなみに、「保税」とは、輸入税の課

税を留保する、それまでは納税しなくてよい、

との意味であるが、まだ輸入はできていないよ、

ということだ。

円生蔓｝旅行のときの成田空港の人国審査みたい

なもんだね。

四角憾ちょっと違うのは、その船から例えば

2000本揚がった場合1番目に揚がったコンテナ

でも、2000本全部の「搬入」の確認がされてか

らでないと、「審査してくれ」と言えない。飛

行機から真っ先に降りても、最後に悠々と降り

ても、家に帰れる時間は1司じということだ。つ

ぎにいこう。

　荷主は、「搬入」がされたことをCYに確認を

する必要がある（⑨）。

　この確．認をして、はじめて、荷主は税関に対

し「輸入申告」をするのだが、このとき必要な

主な書類は、B／L、インボイス、パッキング

リストの3つである。これら以外には、必要に

応じて、特恵原産地証明書（特恵関税の適用を

受ける場合）、商品カタログ（貨物の内容を説

せんきょう抽b2002藩11



明する場合）、保険証書などがある。インボイ

スは、輸出者が輸入者に送ってくる貨物の明細

書で、貨物の内容、価額、ケースマーク、船名、

航海次数、積港、揚港、など重：要事項が記載さ

れている。

　なお、荷主は関税を納めるにあたってSea－

NACCSによる口座振替納付制度を利用するこ

ともできる。（⑩）。

　税関は、「輸入許可」を（検査が必要な貨物に

ついては「検査許可」を）する（⑪）。

　　トラック会社が、輸入許可を得た荷主から渡

されたD／0をCYに提示し、貨物を引き取る

　（貨物を受け取った荷主は、空になったコンテ

ナをCYに返却する）（⑫・⑬）。

円生1：：）たいへんだねえ。全部でどのくらいの時

間がかかるんだい？

四角iiヨスムースにいったとして、本船が入港着

岸してから、貨物を引き取れるのは2目目の午

後くらいかな。週末が絡むと3日以上かかるこ

とが多い。

円生慧ところで週末は休みかい？

四角§｛il港湾労働者は、元旦以外の年聞364口は

荷役をやるとしており．、CYも貨物があるなら

いつでもやると言っているので、次は、税関と

か検疫の体制などが注］される課題になると言

われている。税関も検疫も緊急必要なら町田外

でもやってくれてはいるようだが、「臨時開庁」

という言葉があるくらいだから、あくまでも例

（．

国または港 執務時閤（輸出入窓口） 電　算　入　力　化　と　問　題　点

平日…G8：30～17：00 365日x24時間「入力」は出来るが、執務時間内ででないと、区分1（即時許可対
土曜…閉庁 象貨）を含めて一切の回答がなされない。機械による自動返信でないために、夜入
日曜・祝日…閉庁 れた甲請は翌日の開庁時間まで待たされる。

日　　　　　本 （原則、年末は28日午 そもそも本船入港前のいわゆる「事前申告」や「事前通関」が認められず、また、

前中まで、新年は4日 全てのコンテナについて、本船からの陸揚げ、保税地域への搬入が確認されるまで
から。） は、輸入申告等に着手できないことからリードタイムが長くなっている。また、金

曜日入港船については、実際上週明けまで貨物が引き取れない。

365日×24時間開庁し 365日x24時間稼動。
ている。 輸出入とも、本船入港前3日以内に入力しておかね［まならない。通関は即時に完了

シンガポール する。〔PORTNET、　TRADENET）。本船入港前に、オンラインで通関が済むの
で貨物を待たせて税関に出頭するようなことはないので開庁時間がいっかというこ
とは問題にならない、

平日…08：00～T7：00 365日x24時間稼動（ABI、　AES）。

土曜…OB：QO～聡：00 基本的にはオンラインで事前通告。全ての貨物がペーペーレスではないが、入港前

ロサンゼルス 日曜・祝日…閉庁 甲告が可能なので、開庁時間が問題になることはない。区分一1貨物については機
（アメリカ） 械的に許可返信がある。保税輸送についての考え方が進んでおり、港で手間取るこ

とはない。輸入申缶は入港5E揃から可能。輸出については保税の観念がなくコン
テナ詰はどこででも可。輸出申告書は船社経由提出されるが、入港前申告可。

釜　　　　　山
i韓　　　　国）

355日×勉時間開庁し
ﾄいる。

365日×24時問稼動。
桝O通関が、オンラインで可能ということもあって開庁時間がいっかということは
]り問題にならない。

平日…08：00～23：00 365日×24時間申告可能。（SAGITTA）。
土曜．・・081QO～141cc 輸　入一許可は本船入港後だが、7日前から申告可能。殆どの貨物が、揚げ後干ち

ロッテルダム 日曜・祝日…閉庁 に内陸の保税倉庫（民間）まで引かれそこで通関。引き取りは自主記帳で

（オランダ） 可。納税も後日。
輸　出一荷主が輸出申告書を最寄の税関で承認を受け，ターミナル経由税関に提出

し、本船出港後に税関が船積み確認するだけ。

平日…08：00～22：00 365日x24時間申告可能（GHIEF）。

サザンブトン
iイギリス）

土躍…08：00～22：00
坥j・祝日…

@　　08：00～22100

輸　入一許可は本船入港後だが、4日前から甲告可能。荷主が内陸の自社倉庫まで
@　　　引き、そこで電算入力し原則即時許可される。
A　出一・通常内陸通関。荷主の目社倉庫で自主記帳し、本船出港後14日以内に書類

提出。

ルアーブル
呈量：：：器＝侶：器 365日×24時間申告可能（MADT．　ADEMAR、　MAE）。

A　入一許可は本船入港後だが、3日前がら申告可能．欧州他地域同様、通常内陸
（フランス） 日曜・祝日…閉庁 通関。

輸　出一・荷主の内陸の出社倉庫で自主記帳して月単位で税関に輸出申告するだけ．

へ

12§ぜんきょうFの2002



　本船．

?o港関係
30．σ

入出港届、船舶運航情報．．（運航基本情報、．乗組員情報、船．

　　　貨物・コンテ六関係

｣　　　　　　1600
　　　　　　隔　　■

@　　　　　冨　●●
@　　　　　．璽　　　．

Rンテナヤード関係

@　　2300

①船舶動静関係業務（約100万円弱）＝船舶基本情報

@（Voy、スケジュール等）、入出港届、等で、これを入力
@してあげないと、関連業者が情報を入力できない。情報提

@供者が入力料を支払っている典型例。（年間約500隻寄港

@前提）

A輸入関連業務（約1，300万円強）コマニフェスト情報登

@録・訂正が主。　（D／0年間9万件発行前提）。

B輸出関連業務（約200万円弱）己船積完了登録、船積確認

CY搬入確認登録、　CY搬出確認登録、卸コンテナ情報登録、

ﾏコンテナ情報、コンテナ情報照会、船積完了登録、船卸完

ｹ確認登録、等々Q前二者は、単価は20円だが、東京だけ
ﾅ年間入力は30万回で600万円などとなる。

ある船社のSea－NAGCS使用料金支払い実績（推定）

外措．置だ。ちなみに、関税法によると、「臨時

開庁」というのは、行政機関の休日またはこれ

以外の日の税関の執務時問外において税関が輸

出入者または通関業者等の申請に応じて輸出入

の許可事務等を行うために、臨時に執務する制

度で臨時開庁を求めるには、臨時開庁承認手数

料を納付して税関長の承認を受けなければなら

ない（第98条1）、などとなっている。なお、

外国の港は（表①＞0）ようになっている。

円生欝外国でも盟邦はけっこうあるね。

四角i言1；1だけど、注目すべきは、開庁日や開庁四

月が物流にあまり影響しないような制度やシス

テムになっている点だ。

円生ミ副城15年度には、ワンストップサービス

が始まるって聞いたけど？

四角｝：：嚢港湾のIT化は現在Sea－NACCSを最大限

利用する線で進められている。輸出人ならびに

港湾の諸手続きをペーパーレス化しワンストッ

プサービスを実現しようというものである。今

更言うまでもないが、ワンストップサービスと

は、もともとは、．車で買い物に行くとき、．．一度

だけ駐車すれば、その場所で欲しいものが全部

揃って、やりたいことが全部出来る、というの

が語源らしいが、それが、利用者のコンピュー

ターの一画面で出来る場合がシングルウインド

ウだ。

円生下そうなると、煩碩な手続きもパソコンの

画両に．．．．一度入力すれば済むのかい？

四角韓法制度とシステムとが領域的に重なる部

分は大変便利になるだろう。また、料金面につ

いても、先行参加者の負担は今でも大きく（グ

ラフ）、情報の上流1ド流の関係者に広く参加し

てもらうためにはネグリジブルな料金でないと

いけない。シンガポールなどでは、「情報提供

者からは金を取らない」という発想でほぼ完壁

なシステムを完成させている。さらに、多くの

人が指摘している国際標準化や手続全般の簡素

化、システムのオープン性などといった課題が

解決されるとそもそも真のワンストップサービ

スの実現にとって不可欠な「全員．参加」という

ことが可能になるだろう。「全員参加」でない

と遅れをとったままになる。

円生ξ＝1なるほど、明日からでも簡単にできそう

じやないか。

四魚1：：1………。
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近海海運について

今月号では、前回の『内航海運』に引き続き「近海海運』について紹介いたします。

近海海運＝外航海運

　近海海運業とは、営業範囲を近海区域内に限

定している船舶運航事業（オペレーター：と船

舶職階業（オーナー）を総称して呼んでいます。

　海上運送事業について規定している海上運送

法では、「近海海運業」という定義はありません。

したがって「近海海運業」の海上運送法上にお

ける位置付けは外航海運です。

船舶安全上の区分

　「近海」とは一般には、極東アジアまでの海域

を示していますが、法的には施行規則第1条第

8項において航行区域として「近海区域」を東

は東経175度、西は東経94度、北は北緯63度、

南は南緯11度の線に囲まれた水域と規定してい

ます。（図参照）

　この船舶安全法における航行区域には、「近

海区域」の他、「平水区域」「沿海区域」「遠洋

区域」があり、区域が拡大するに応じ、船舶の

航行環境（気象・海象条件、緊急時の避難・救

助期待可能性など）が厳しくなることを勘案し

て、船体構造、救命および消防設備等を航行区

域ごとに定めています。

　また、この区域は、船舶職員法（※1）上の資

格および定数を定める区域としても使用されて

います。

　〔※1）　船舶職員法には、船舶の大きさ・航行区域・

　　　推進機関の出力に応じて、その船舶に乗り組ま

　　　なければならない船舶職貝の種類と入員および

　　　その船舶職員となるための海技従事者の資格が

　　　定められています。例えば近海区域を航行区域

　　　とする5，000G／T以．．L・推進機関出ノ」6，000キ

ロワット以．ヒの船舶には、船長・機関長が三級

海技士以上、一等航海士・機関士が四級海技．．k

以上、二等航海士が五級海技士以上の資格を持

っている必要があります。

近海海運の概念について過去の経緯

①外航海運（近海海運）と内航海運が判然と

　していなかった時期

　　戦前および戦時中、わが国は、東南アジア

　諸国の．．一・部を領有、統治していたことからわ

　が国の海運企業は小型鋼船を中心に、現在の

　内航航行区域と区分なく同一の市場として活

　申していました。終戦後は、GHQ（連合国軍

　総司令部）の下部組織である日本商船管理局

　によって日本船舶で100G／T以．．ヒの船舶の

　運航業務は一元的に管理されることとなりま

　した。終戦後の残存船舶は、戦時下の工事簡

　素化建造による粗悪な戦時標準船（船標船）

　が多く、残る船舶も老朽の不経済船で、これ

　ら船舶が経済活動の場としていた近海市場を

　失ったため、内航に従事することとなり、荷

　動き不振もあり内航海運は深刻な不況に見舞

　われることとなりました。

②近海・内航の区分（その1）

　　昭和24年に800G／T未満の船舶は民間還

　元され、25年3月の船舶運航令により、これ

　まで判然としなかった外航・内航の区別がは

　じめて明確にされました。この時代では、外

　航船は、国際船級の保有かつ船主が外航を希

　望してその指定編入を受けた船舶（但し、

　GHQに航路毎の入出港予定地、運賃収入見

　込額を申告、許可が必要）で、内航はその他

14§せんきょうEの2002



　の船舶というものでした。これは、外航（近

　海）就航の要件を備えた船舶が内航に就航す

　ることも可能とするものでした。

　　戦後、近海海運は外航海運の中にあって内

　航海運と一対で諸対策が講じられていますが、

　これは、戦後、近海海運事業者が内航海運か

　ら進出してきたことや船舶が小型船であるが

　故に近海・内航に就航することができたこと

　にも起因しています。

③近海・内航の区分（その2）

　　昭和39年7月に制定された内航二法（本誌

　2002年1月号参照）により登録（後に許可）

　船のみが内航に就航できることになりました。

　しかし、規制のない外航（近海）船にも船舶

［図］近海区域

　　　100　　　　110
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10

120 13D

　の要件さえ整えば内航航路に就航できる状況

　にあり、こうした内外併用船が昭和40年代多

　数就航していました。

④内外併用船の消滅

　　先に述べた通り、戦前から近海と内航は一

　体であり、戦後も内外併用船は少なくなかっ

　たようです。内航、近海が明確に区別される

　ようになったのは、内航二法成立後の40年代

　に入ってからです。内航海運業法（S39）によ

　って、内航許可船（当時は登録船）以外は内

　航に就航できなくなりました。その後、近海

　の構造不況で内外併用船のメリットが薄れた

　こともあって、50年代にはほとんどの近海資

　格船が資格を内航に限定して代替建造されて
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　います。

⑤　政府による対策

　　過去から近海海運業界は慢性的な船腹過剰

　による過当競争の．下で活動してきていたため、

　中小企業の多い同業界に対し運輸省（現、国

　土交通省）ではいくつかの政策を実行してき

　ました。昭和28年には臨時船舶建造調整法が

　施行され、船舶の建造について、外航船腹需

　給の調整を行うことを目的として、造船事業

　者が500G／T（翌年から2，500G／T）以上ま

　たは長さ50m（翌年から90m）以上で、遠洋区

　域または近海区域を航行区域とする鋼製の船

　舶を建造しようとするときは、建造着手．前に

　運輸大臣（現、国土交通大臣）の許可を受け

　ることが義務付けられました。

　　また、同法では、船舶の建造が、それを配

　賞しようとする航海区域または航路における

　船舶の需給状況からみて著しく過剰となる恐

　れのないことなどの基準に適合する場合は建

　造を許可しなければならないとしています。

　当時500G／T以上の船舶建造には、運輸大臣

　の許可が必要となっていましたが、500G／T

　未満または長さ50m未満の小型鋼船は、こ

　の法律の対象外であったため、スレスレの499

　G／Tの小型内航鋼船が大量建造される結果

　となりました。その後、昭和29年1月に法律

　適用下限を2，500G／T、かつ9Q〔n未満の船舶

　まで拡大しましたが、近海船の主要貨物であ

　る南洋材の輸入量が激減し船腹過剰が続いた

　ことから、昭和47年以降、臨時船舶建造調整

　法に基づき建造規制を行っています。40年代

　後半から50年代に入り建造規制が継続実施さ

　れている最中、近海分野で建造許．可のいらな

　いいわゆる2，499型船が多数建造される状況

　となりました。そのため、後に述べる昭和60

　年代の2，499以下船まで対象とした登録制に

　よる船腹需給調整へと移行する引き金となり

　ました。

　　昭和47年忌～49年）の規制では、12，000D／W

　以下の一般貨物船（2，500G／T未満は対象

　外）について日本籍船を建造することはみと

16麟ぜんきょうE6δ2002

　められず、輸出船については、本邦に配船さ

　れないことが明確なもののみ建造を許可する

　こととしておりました。つまりこの確認のた

　め、船舶を発注した者から日本発着貨物を積

　み取らない旨の確約書（当該船舶は、いわゆ

　る「念書船」と称される）の提出を求めてい

　ました。

⑥近海・内航の区分（そび）3）

　　この規制以降いくつかの変遷を経て昭和61

　年5月25日より導入された近海船登録制度に

　より近海海運と内航海運が厳然と区別される

　こととなりました。

　・近海船は輸入貨物輸送協議会〔※2）による

　　「近海船用船に関する申し合わせ」〔※3）に

　　基づきユ2，000D／W以下の．．．．・般貨物船は同

　　協議会の近海船委員会に登録し、日本船も

　　輸出船もスクラップ・アンド・ビルドであ

　　れば建造可能で、スクラップ・アンド・ビ

　　ルド以外は念書船のみ建造可能となってい

　　ました。

　・内航船は、日本内航海運組合総連合会によ

　　るスクラップ・アンド・ビルド方式による

　　船腹調整事業を実施していました。

　（※2）輸入貨物輸送協議会

　　　　不定期船オペレーターで構成する任意団体。

　　　同協議会は、鉄鋼原料、一般炭、木材、塩、穀

　　　物、石油などの輪入貨物の輸送に関する輪送秩

　　　序の維持を目的として、わが国海運企業の健全

　　　な発展に寄．与するため、目的達成に必要な共同

　　　行為をなすことを協定し、活動している。

　（※3）「近海船用船に関する申し合わせ」

　　　　船腹過剰にある近海海運においてオペレータ

　　　一の自主規制により12，000D／W以．．ドの近海船

　　　を近海区域において運航する場合、輸入貨物輸

　　　送協議会の近海船委員会に登録することを内容

　　　としている。この11．1し合わせば、平成9年3月

　　　末で既に廃止されている。

　以降、規制緩和等の流れから2，500G／T以

上の輸出船舶の建造許可に伴う際に船舶から日

本発着貨物を積み取らない旨の確約書（念書）

〔



については、平成7年6月を目途にその念書の

提出を求めないこととし、平成9年3月31日ま

でに念書船に係わる制度全体を廃止することと

なりました。ただし、臨時船舶建造調整法に基

づく建造許可自体は従前どおり存続しています。

近海海運市場の特徴について

　「近海船」と呼ばれる一・般貨物船は、取引の実

態や相手国の港湾事情等から従来3，000～4，000

G／Tの小型船が多く、資金的にも技術的にも

建造が容易であったことから、近海海運業は、

中小企業が多数を占めていることがこの業界の

特徴となっています。

　一般に不定期船マーケットは変動が激しく、

投機性が強いものとなっています。近海不定期

船マーケットにおいても顕著で、慢性的過剰船

腹になりがちな過当競争、低収益、ハイリスク

な市場構造になっています。この原因として、

①船舶自体小さく、零細な船主でも比較的少

　資本で船舶投資、保有可能。

②市況が好転すると、小型船ゆえ短い工期で

　建造出来、容易に新規参入できる。

③　船舶は15年程度使用されるが、荷動き市況

　は短期間で変動するので、船腹供給過多に陥

　りやすい。

①内航から発展した船主が多く、船主の地元

　の金融機関、造船所が一体となり、オペレー

　ターが数年の用船保証をすれば、簡単に船舶

　を建造・保有できる

以上の状況であった。

　さらに近海木材船、特に南洋材輸送船は、半

ば專用船のような扱いが多くマーケットが限定

されているため、20，000～40，000D／Wのハン

ディサイズ、60，000D／W級のパナマックスサ

イズのように遠洋区域への転配は先に触れた航

行環境の点などからより難しいものとなってい

ます。

近海海運の現状

　80年代までは、近海不定期船マーケットは、

往復航含めて南洋材が最大の太宗貨物で、最近

では、鋼材やセメント、肥料などの往航貨物が

中心となっています。現在では、ロシアからの

北洋材が最大（※4）の復航貨物で、次に南洋材

原木、南洋材製品である合板となっています。

合板の荷動き量の増加が著しいことから、合板

輸送に適したツイン・デッカーが大量建造され

ているようです。また、復航での大宗貨物でも

ある南洋材の輸送需要は、我が国の住宅建築の

動向や木材市況に左右され変動が激しいため、

しばしば船腹需給の不均衡が発生し、運賃市況

が極めて不安定な分野となっています。

　東アジアの急速な経済成長は、アジア市場に

おいて定期航路のコンテナ貨物や自動車・建機

の輸送の増加以外にも不定期船ドライバルク貨

物や原汕・石油製品の輸送需要の増加が顕著に

なってきています。本来の近海船輸送分野に

20，000～40，000D／Wクラスのハンディサイズ

が往航の鋼材輸送や復航の石炭輸送に投入され

るようになったり、アジア域内のパルプ輸送や

重車両輸送の増加に伴う市場構造およびアジア

域内の大型船が寄港できるインフラの整備充実

の変化に伴い使用船舶も大型化してきています。

　しかし、その一方で、東南アジァー日本間の

いわゆる近海船市場といわれている近海小型船

輸送によるマーケットは、往航の太宗貨物は鋼

材、復航は南洋材’原木、南洋材合板に限定され

ます。南洋材原木輸送については取引単位、船

型、荷役の観点から今後もユ0，000D／W以下

　（7，00DD／Wが標準Fl勺）船型が最適で現在で

も中心となっています。

　（※4）北洋材輸送は、近海貨物で最も大きな割合を

　　　占めていますが、北洋材は、ロシア船が20年を

　　　超える老齢船による低運賃を武器にロシア材

　　　（C＆F）の輸送をほぼ独占しています。

　内航海運における規制緩和（内航船腹調整事

業の廃止：平成10年5月）を見て内航船主が内

航の将来を危ぶみ近海への業種転換、進出を図

る動きが出ていました。同時に、中小造船所で

は手持ち工事量を増やすため近海船の受注に力

をいれていたようです。銀行も船舶への融資に

積極的で、地元の船主・造船所・銀行の三者の
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利害一致したことが近海船建造ブームを呼ぶこ

ととなりました。さらに念書船制度の廃止、輸

入貨物輸送協議会における「近海船用船に関す

る申し合わせ」（近海船登録制度）の廃止（平

成9年3月）により近海オペレーターに対する

新造船船腹手当てへの抑制がなくなったことも

大きな要因とされています。

　近海船の歴史は、先の要因からわかるように

ブームの度に多数の船が建造され、その後に市

況の低迷に苦しむことが繰り返されています。

　それとともに、近海市場の姿を知る事も難し

いものとなっています。遠洋におけるハンディ

サイズ、パナマックス、ケープサイズなどは、

欧州の調査機関や大手ブローカー筋で公開して

いる情報などから建造予定や船腹量、船型別船

齢、成約、動静などある程度把握可能と思われ

ますが、近海船市場については情報把握が困難

なものがあり、一概にはいえませんが現在の近

海海運の状況は、相当船腹過剰に陥っているも

のと思われます。

【参考文献】

　「輸入貨物輸送協議会10年の歩み（昭和56年～．1‘成
　2年）」

　　輸入貨物輸送協議会
　「輸入貨物輸送協議会20年史」

　　　輸人貨物輸送協議会．
　「近海海運市場の現況調査報告」

　　唄ず珍事産業研究所
　「南洋材輸送協定の二i．年を語る」

　　南洋材輸送協定
　「日本近海海運協会史一．．74Fの歩み・一」

　　細日本近海海運協会
　「近海海運の実態一不定期船を中心とする一1

　　脚海事産業研究所
　「日本の近海海運」

　　　㈹日本船主協会、㈹近海汽船協会
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船会社の仲間たち

．第⑯回
　　　　　　§　　§、

．｝一ﾖ

1よ豊麗竃轟轟碁処

ζ・ジ・ク・案件等の推進窓・と

　　なっております。

「
1
一
～

今回、登場して頂くのは

　　　　　日本海運（株）第三営業部課長

　　　　．．河田満喜次さん（45歳）です。

3，御社の自慢といえば？

　当社の二三を含む運航船腹量

は、平成13年12月末現在、45隻

ナ船・RO／ROコンテナ船尾　　1
によるコンテナ・シャーシの輸

送にいたるまで、多くの船種を

有し、「運べないものはない」を

基本姿勢に、日夜安全運航に励

んでおります。

　～一　．颯「
　　　　一」2　これまでの会社生活の中で

一番の思い出といえば…？

昨履に離された酬洋上『「琴

研修セミナーに参加し、多くの

物流関連企業の担当者と交流を

持つことができたこと、さらに、

大型客船での船旅は、同じ海上

輸送を携わる私にとって、未知

なる体験であったことも加え、

大きな収穫となりました。

　　　ただ単に海上輸送の提供だけ

　　でなく、ドアツードアの一貫輸

　　送を含め、多岐多様にわたる荷
ヒ　

　　主ニーズに対応できる、提案型ご
　　営業の確立を目指したいと考え

　　ます。

＿ソ

日本海運㈱の事業概要

　信頼と実績を載せて21世紀を全力航行〃

日太海運は、お客様の大切なお荷物を長年に渡り、

より速く、より安く、より安全に目的地まで輸送

し続けている実績と信頼にお客様より高い評価を

得ています。

　今後もさらに日本経済・産業の発展を輸送業界

から貢献し、次代に対応した新しい海上輸送の実

現に取組んでまいります。
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猛毒の大魚発見記

太公望

　ワシン1・ンへ赴任する時、会う人から必ず「あ

なたはどんな仕事をするの」と聞かれた。筆者

はその度毎に、「ワシントンの釣り堀で日がな

一日糸を乗れて、釣り堀での出来事を見定めな

がら、時々その中に混じる異常な魚を発見する

ような仕事」と答えた。

　ワシントンの釣り堀は、「キャピトル・ヒル」

と呼ばれている。そこには様々な種類の魚が生

息している。釣りはただ糸を垂れても魚が相手

をしてくれない。どのような竿がこの釣り堀で

は．一般に使われているのか、道糸と釣針は何号

か、餌は生きた虫や練り餌か、それとも疑似餌

か、うきは玉うきか、それとも棒うきか、どこ

が駆け上がりで、どこが深みなのか、など数え

上げれば切りがないほど、筆者にとって未知の

世界が広がっている。機会ある毎に釣り堀に出

掛けることを第一の心得とし、そこにいる太公

望から釣りの技法や作法を学び、丹念に積み上

げるほか解決法がないことが分かった。一人前

の太公望になるには長期戦の覚悟が必要のよう

だ。

釣り堀大会

　着任してからは、太公望との釣り談義の機会

を積極的に設けた。新参の筆者が外国入という

障害を乗り越えて、どれほどの人から暖かい協

力の手を差し伸べてもらえるものだろうか、不

安が付き纏っていた。そんな状態で筆者が釣り

掘の基礎知識と作法を学ぶ口々が続いた。ある

日、ワシントン・プロペラー・クラブ主催の昼

食会への誘いが舞い込んだ。案内状には、9月

26日「キャピトル・ヒル」の住人であるObe卜

star下院議員が講演者として出席すると記され

ている。またとない絶好の機会なので、その集

いに初めて出掛けてみることにした。

　当日の会場には誰よりも先に顔を出し、集ま

り始めた人たちとの名刺交換を通じて知遇の緒

を着けた。15枚ほどの名刺を渡し切ったところ

で、参加者が指定のテーブルに着座する時問が

来た。今度は同じテーブルの全員10名に名刺を　　（．

渡した。筆者の左の席に名刺不所持の御仁が座

った。同氏は口頭で「海軍の提督」であること

を打ち明けた。お互いに会話を交わしていると、

筆者の職業が海運業であることを切っ掛けに、

話題が「日米貿易問題」に発展した。提督曰く、

「日米貿易は何時までも不均衡の状態が改善さ

れず、特に完成車の海上輸送に米船社が参入で

きない大きな障害が存在する。GALI（Great

American　Linesの略称）の営業努力も阻まれ

ている。つい先頃、これに関連する法案が下院

を通過した。」その発言から充分過ぎるほどの

重要情報を手にした筆者の耳には、更に続ける

提督の言葉はもう届かなかった。食事が30分ほ

どで終わり、Oberstar．．ド院議員の講演が始ま

った。非礼の中座は避けたい筆者の尻がジリジ

リ焦げ出していた。　　　　　　　　　　　　一．

猛毒の大魚出現

　一直線で事務所に飛んで帰った筆者は提督発

言の真偽を見極める作業に取り掛かった。しか

し、筆者の網には一匹の魚も掛からなかった。

それでは将が明かないので、先輩の太公望に調

べて貰うことにした。2時聞後の返事も「見付

からない」であった。筆者は必ず見付かると確

信して、議会関係の人脈などを駆使して調査を

継続するよう、再度丁重に懇請した。その3時

列後に、「猛毒の大魚発見」との報が入った。

下院が前日の25目に承認した400ページはあろ

うかという膨大な「国防総省2002年度歳出権限
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承認法案」に半ページほどの追加条項がこっそ

り挿入されていたのだ。手元に届いた法案の挿

入条項をじっくり眺めると、改めてその毒性に

腰が抜けるほど仰天した。これは天下の一大事

と判断し、直ちに東京へ打電した。

　米国では、大統領直轄の独立行政機関として

海事関係事項を所轄する連邦海事委員会
（FMC）が設けられている。下院承認法案に盛

られた挿入条項は、そのFMCの権限を超えて

「米国船が諸外国との海上輸送で市場参入がで

きな場合、制限的貿易慣行が存在するとの単純

な事実判断から国1坊総省長官がこれを周りと認

定し、その報告を受けたFMCは関係国吟社に

罰則を課する」という内容であり、海事法令の

現行運用ルールを基本から読み替えさせるとい

う仁義なき策謀の現われでもあった。その目論

みは明らかに完成自動車輸送がターゲットであ

った。その提案者であるWeldon議員（ペンシ

ルヴァニア州選出・共和党）には海員組合、造

船所、船社などの意向を汲んで、今までに何度

も同種の法案化を画策した「前科」があったか

らだ。

駆除大作戦

　何事も対策を講ずる時の有効な決め手は迅速

且つ的確な初期動作が基本だ。東京では、．協会

から連絡を受けた国土交通省と協会メンバーの

邦船三社がそれぞれのルートで直ちに動くこと

になった。国土交通省ルートでは、当地大使館

アタッシェの岡西一．．・等書記官に外交ルートでの

対策を講ずるよう指令が届いた。同氏は、主に

当地のCottonクラブ（日欧海運先進国の集ま

り）メンバー連名の「デマルシェ」（外交文書）

の作成と早期提出に涯力され、．ド院法案成立か

ら一週間後の10月3日に抗議の外交文書が二軸

9力国およびEUの署名で国務省へ提出された。

これはIIEに神業ともいえる電光石火の対応であ

った。邦船三社もワシントンの弁護士やロビイ

ストを通じてそれぞれ駆除工作に動き出した。

　その時点で上院では下院とは別の独自法案を

審議中であり、それに下院条項を挿入させない

よう上院への働き掛けを我々は9月27日から開

始した。10月2日、上院法案は問題条項を挿入

せずに成立した。これで第一関門は無事通過し

た。今度は議会手続き上、双方の異なる内容の

法案を統一法案化する必要があり、両院協議会

の場に焦点が移った。

　我々の働き掛けが次第に効を奏し、その第二

関門を突破するために様々な動きが表面化して

きた。日本の自動車メーカーが加入する在米国

際自動車工業会もメンバー運営の工場が所在す

る州選出の一ヒ下両院議員の地方事務所へ草の根

的働き掛けを行なった。存在と権限を無視され

た格好のFMCのCreel委員長が4ページに上

る「怒りの名文書」を関係上院議員などに送り

付けた，運輸省、商務省、国務省および法案当

事者の国防総省もこぞってその導入に反対であ

ることを議会への文書などで旗幟鮮明にした。

「公正な貿易」との観点からは、穀物などの農

産物輸出関係9団体、「米国荷主」の声を代表

する全米産業運輸連盟などの反対趣意書が議会

関係者へ続々届けられた。

　猛毒の大魚を発見して駆除に立ち上がった時

には、一条の細い流れが10月中旬には大河の奔

流と化してアメリカ議会を飲み込む勢いとなっ

た。両院協議会では、上院からの強い反対の意

向が勝り、下院の挿入条項は統一法案から削除

された。駆除大作戦は各方面からの絶大な協力

を得て成功裡に終えることができた。

　ある時、この作戦に陰で側面協力したWSC

（世界海運評議会）のKoch会長に筆者が「ア

メリカは公正と正義の国。それを体現するのが

キャピトル・ヒルの住人。公正とは無縁の条項

がこっそり挿入されるのは一体どうしたこと

か」と書生論を吹っ掛けたら、同氏は、一一一言

「Welcome　to　Washington！」と答えた。

　今日も、二匹目の猛毒の大魚がどこかに泳い

でいないか、これから釣り堀に出掛けてみよう

と思っている。　　　　　　　　　　　　　　　lr警．

（北米地区事務局ワシントン事務所

　　　　　　　　　所長　岡　哲夫）
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　もし、私より乗船経験が長く、．目．つ一度も乗船中

に「釣りをしたことがない」方がおられたら、船主協

会経由でお知らせ頂きたい。別に賞品を差し．ヒげ

る訳ではないが、とりあえず尊敬することにしてい

る。ちなみに、私は魚を食べる方は得意である。

　さて、本題のTB丸の事を書くことにしよう。この

船には、昭和62年頃63年に、9ケ月ずつ乗船した。

本船は、88シリーズ（88，000dwt）のタンカーで、メ

キシコ湾、カリブ海、大西洋に面した、コロンビア、

ベネズエラ、ドイツ、オランダ、．イギリス、カナダ、アメ

リカ、トリニダード小バコおよびメキシコの港がテリト

リーである。

　私が乗船していた時は、三国間輸送が専門で、

日本にはまったく寄港しなかった。おかげで長期ナ

ントカ手当を頂いて、懐も潤った。

　潤ったけど、本船では、2年間で53回もライタリ

ングをやられて、ホトホトまいった。

　ライタリングというのは、通称ハシケ取りといわれ、

沖に停泊している20万トン以．ヒの大型タンカーに

接舷しては、油を受け取り米国ガルフ沿岸の港（ヒ

ューストン、ボートアーサー、モービル、コーパスクリ

スティ、ニューオリンズ、バトンルージュ他）ヘピスト

ン輸送することである。

　数えてみたら、本船ではパイロットが254人来た。

ミシシッピー河のパイロットだけでも、66人来た。ミシ

シッピー河の中ですれ違．う船のパイロットから、

VHFで「ヨオーTB丸キャプテンサノはまだ乗っと

るか？」なんてお声がかかるほどになっていた。

　ライタリングの事を書いていると、とても紙面がた

りない。

　そこで、昭和62年の9月にバハマで積荷をし

た時のハプニングについて書くことにする。
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　あっ！書きついでだから、もう少しライタリングの事

について書いておくが、この期間中の傭船関係に

は恐れ入った。

　TB丸の人事やメンテをしていたのは、○商船

で、私はここから給料をもらっていた。チャータラー

は、N郵船（東京）である。N郵船がイギリスのBP

に定期で貸し出し、BPがノルウェーのJAHRE（ヤ

ーレ）に又貸しして、これをアメリカのGOTOCO

（ゴトコ）に又又貸ししていた。この関係はすべてタ

イムチャーターである。

　貸す度に少しずつカスリを取っていたものと思う。

　GOTOCOの営業は、ヒューストンにあったので、

私が事務所へ挨拶に行ったこともあるし、担当の

営業マンが研修で、本船に数日乗船したこともあ

った。

　傭船相手は、これだけでも充分多いのに、GO－

TOCOが時々、シェルやエクソンにサブレット（又

貸し）してくれるので、毎月300通以上のテレックス

を発信していた。

　日本、イギリス、ノルウェー、アメリカを同時に相

手にしているため、24時間どこかがオフィスアワー

7つの海のこぼれ話

中なので、本船の．昼夜に関係なく、電話とテレック

スが来た。

　それでなくても、休みなしでピストン輸送をしてい

て、眠る間がないので、ほんの少しの睡眠時間を

確保するのに必死であった。そしてこの僅かな睡

眠時間中に電話がかかってくるのにはまいった。う

っかり寝付いたら、電話やテレックスが来そうで、

寝付きまで悪くなった。

　その内、何ヶ月かすると、こんな生活にもなじん

で、それなりに余裕ができ、ヒューストンでは、2～

3回アストロドームへ大リーグの野球を観に行った

こともあった。まだ東京ドームが出来る前だったの

で、ドーム内の華麗さに感動した記憶がある。

　球場内に、EI本人の女子高生が多数いて、

「先生、これ似合う？」とか言って、ナントカグッズを

持ったりしていたので、「なんじゃこりゃ」と思ったけ

れど、野球終了後、外へ出てみたら「AY学院高

等部」と書．いた観光バスが何台か並んでいたの

で、修学旅行だということがわかった。あの頃、アメ

リカへ修学旅行に行く学校は、ずいぶん進んでい

たのではないかと思う。

　アストロドームの修学旅行なんか、どうでも良い

から、早くバハマの積荷ハプニングに話を移さなけ

れば、本文の題名と内容が、全然合わなくなる。多

分今からバハマの．．・件を書き始めても、紙面の都

合で、手遅れということが読めてきた。なんぼ詰め

ても数行では書き切れない。申し訳ないが、バハ

マでのハプニングの件は、近い内に紹介すること

にする。

　あの時、TB丸に同乗して、一．．．・騎当千の大活躍

をしてくれた航海士の面々も、その後出世してパイ

ロットになった者、飲み過ぎて西方浄土へ旅立っ

た者、緊急雇用対策で退職していった者等もいる

が、大半はめでたく船長に昇進し、船長協会に所

属して会費を徴収されている。

　オール諸兄の御安航を祈る！
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11国土交通省は・2001年の新造船建造許可実

日績をまとめた．それによると357隻、1，389

　万7千総トンで、前年に比べ26隻増加、総

　　トン数で19．9％増となった。

1519力国・2国際機関の大臣らが参加する交

日通分野の大臣会合が東京で開催された。

　　（P．5海運ニュース国際会議レポート参照＞

21国上交通省は・「都市圏聞における効率的

日で環境にやさしい物流体系の構築に関する

　検討会」（座長二加藤俊平東寡理科大学教

　授）の第1回会合を開催し、幹線物流での

　　環境負荷低減システム構築、モーダルシフ

　　トを実現するための方策などについての検

　討を行った。

211MO第33回訓練当直基準墨委員会（STW）

～が開催され、船員の訓練、劃各証明、当直基

曹・・関す・条約・あ・・995年目甜・W

　条約について各国の履行状況が報告された。

　　（P．4海運ニュース国際会議レポート参照）

25国土交通省は・次世代内航海運懇談会（座

日長：杉山武彦一橋大学教授）の第4回会合　　（

　　を開催し、船員の配乗体制など規制の緩和

　　について議論した。

30第7回首都圏第3空港調査検討会（座長：

日中村英斌蔵工業大学教授〉が開1崔された。

　　（P．6海運ニュース内外情報参照）

30国土交通網は・工995年改正sTcw条約の完

日全実施を2月1日とされていたものを7月

　　末まで延期することを発表した。

30国土交通省は・船員の労務供給’職業紹介

日事業の規制緩和を検討する船幅目隠紹介等

　　研究会のワーキンググループ（ワーキング

　　グループ座長；野川　忍　東．京学芸大学教

　　授）を開催し、海事艦船岡部の規制改革案　　．一

　　を提示した。

　　　　　　　　　　　　　本誌記事訂正について

　本誌2002年1月号シッビングフラッシュ（P，10～）にて掲載の「平成14年度海運関係税制改正

・予算」の【資料2】および【資料6】に一部誤りがありました。

【資料2】平成14年度税制改正後の海運関係税制一覧

　「2．エネルギー需給構造改革推進投資税制（特別償却または税額控除）」の欄をすべて削除。

これにより以降の項目番号は2～10にそれぞれ繰り上がる。

【資料6】平成14年度船員関係予算

　「．一般会計国土交通省」の「H　開発途上国船員養成への．協力」の平成13年度予算額64を58に、

合計945を717に、また最下段の総計1，525を／，189（いずれも単位は．百万円）にそれぞれ修正。
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　　　1月の定例理事会の模様

　（1月23日、日本船主協会役員会議室にて開催）

　　　　　　　会員異動

○社名変更

　平成14年1月15日付

　　株式会社関西ライン（京浜地区所属）

　　（旧社名　関汽外航株式会社）

　平成14年1月23日現在の会員数ユ06社

　　（京浜地区68社、阪神33社、九州5社）

　　　総務委員会関係報告事項

ユ．平成13年度マラッカ・シンガポール海峡の

　航行援助施設維持管理費用の拠出について

2．平成14年度海運講習会の開催について

　当協会では、広報活動の一環として昭和32年

度より会員会社の陸上新入社員を対象に、社会

入としての門出を祝するとともに、海運入とし

て必要な心構えを育成する目的で海運講習会を

実施している。

　先に行った調査の結果、24社より合計12G名

の受講予定者があり、昨年岡引、本年度も総合

職と一般職合同で、来る3月25日㈲、海運ビル

2階大ホールにおいて開催することとし、講師

および演題については次の通り予定している。

　なお、咋年同様、本年度も受講料として、当

協会会員は参加一人につき1，000円を、また、会

員以外については従来通り3，000PJを各参加会

社毎に徴収することとしている。

【海運講習会の予定】

日　時：3月25日（月）09：00～15’40

場　所1海運ビル2階

　一次第概略一（敬称略）

　挨　　拶

　　日本船主協会会長
　激励の言葉

　　毎E新聞論説委員・編集局特別委員

　講　　演

　　淑徳大学教授・工学博士

　日本海運の現状と将来

　　日本船主協会副会長（広報担当）

　社会人としての心構え

　　マネージメントサービスセンター

　船長雑感

　　川崎汽船㈱船員グループ長

　　　　　　政策委員会／

　　　海務委員会関係報告事項

1．首都1巻1第3空港問題について

嫡出　保英

玉置　和宏

北野　　大

草刈　隆郎

三木　尚子

小島　　茂

　（P．6海運ニュース内外情報参照）

　　政策委員会関係報告事項

1．平成14年度海運関係税制改正および予算に

ついて

　（本誌2002年1月号シッビングフラッシュP．

　2参照）

2．国際船舶制度のその後の動きについて

3．海運セミナー「不況下における海運経営」

　の開催
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4．ICS／ISF2003年総会について

5．ASFシッビング・エコノミックス・レビュ

　一委員会（SERC）第IO回中置会合の開催に

　ついて

　　　　職務委員会報告事項

1．IMO等におけるテロ対策について

　〔1〕国際海事機1莫1（IMO）

　　IMOは昨年ユ．1月に開催された第22回総会

　においてテロ等を防止するためのセキュリテ

　ィ対策を議題に取り上げ、米国の資金協力に

　より2002年2月11日目ら15日の問、セキュリ

　ティ対策のための中問会合を開催することと

　した。中間会合の審議結果は5月に予定され

　ている海上安全委員会での検討を経て、関係

　条約の山止案などにまとめられ、12月に予定

　されている同委員会で採択される見込みであ

　る。

　　米国は中開会合に向けて、以下の項目に亘

　る提案を1月1．5目に提1出した。

　　①　自動船舶識別装置の弓蚕制搭載時期の．前

　　　倒し、および運用水域の拡大

　　②　会社および各船の保安責任者の任命、

　　　船舶保安計酉の備え付け

　　．③　港湾保安計画と安全性評価のための

　　　IMOガイドラインの作成

　　④船員の身分証明の改蒜と調査

　　⑤　コンテナの保安対策（インスベクショ

　　　ンの強制化）

　　⑥船舶保安装置およびハイジャック防．IL

　　　装置の検討

　（2）国際海運会議所（ICS）

　　ICSは米国の提案内容に関し、1月28日に

　．予定されているExecutive　Committeeに加え、

　同日の午後にもセキュリティ対策について協

　議し、船室側の対応を検討することとなった。
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〔3〕World　ShipPing　CQunciUWSC）

　WSCは、コンテナのセキュリティ問題に

関する意見書を1月17日目米国関係当局に提

出した。

叫　セキュリティ対策に関する海事関係機関

　の会合．予定

　　1月21日～25日　IMO訓練・≧1で直基準小委

　　　　　　員会（S「IW）

　　1月28日　正CS　Executive　Committeeおよび

　　　　　　セキュリティ対策会合

　　1月29目～31口　英国および関係政府打合

　　　　　　せ

　　2月5El　Icsコンテナ小委員会／危険物

　　　　　　パ不ル

　　2月差日～15日　IMO中開会合

　　3月6目　経済産業諮問委員会（BIAC）海

　　　　　　運委員会

　　3月71＝1～8目　OECD海運委員会WG

　　5月15日～24FI　IMO海上安全委員会

2，交通に関する大臣会合の開催について

　（P．5海運ニュース国際会議レポート参照）

　　労務委員会委員会報告事項

1．1．20条特例船のPSC対．策について

2．船員保険制度問題について

3．第1回ILO　High－Level　Tripa1寸ite　WGの模様

　について

　　　近海内航部会報告事項

1．近海内航部会に関連する最近の問題につい

　て

　外航船舶解撤促進特別委員会

　　　　　　関係報告事項

1．第4回シップリサイクル連絡．協議会

．へ．



）

環境対策特別委員会関係報告事項

1．環境セミナーの開催につい

2．交通部門における地球温暖化対策のあり方

　勉強会について

　船員対策特別委員会報告事項

1，外国人船員問題への．対応について

　　陳情書・要望書等（1月）

宛先：通関情報処理センター（写）財務省関税局

件名；Sea・NACCS利用料金の見直しについて

要旨：Sea－NACCS利用料・金は、　Air・NACCSに

　　　比べ割高である。特に、積荷目録の登録

　　　や提出等では著しい差が生じている。こ

　　　のため、Sea－NACCS利用船曲淵の利用

　　　料金に関しては、まずはAir－NACCS並

　　　みに引き．ドげるよう要望した。

　　　国際会議の予定（3月）

IMO第47回海洋環境保護委員会（MEPC47）

　　3月4［～8E1　ロンドン

IMO策45回設計設備小委員会（DE）

　　3月18「1～22日　　 ロン　ドン

アジア船主フォ・一ラム（ASF）Ship　Insurance

and　Liability　Committee第7回r・1・r間会合

　　3円1．9日置　　　香港

アジア船主フォーラム（ASF）第5回シップリ

サイクル「．1二r間会合

　　3月25Ei　　　台北

ぜんきよう飽δ2002ミ｝27



　　一撚　　
塩?^糸充言十　　　　　　　羅　葺　

1，わが国貿易額の推移　　　　　　　　　（単位：10億円）　　2，対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

輸　出 輸　入
入圏出超

前年比・前年同期比（％）

年　月
（FOB） （CIF）

輸　出 輸　人

1985
41，956 31，085 10，870 4．0 ▲　　3，8

1990
41，457 33，855 7，601 9．6 16．8

1995
41，530 3L548 9，982 2．6 12．3

1998
50，645 36，653 13，911 △　　0，6 ▲　10，5

1999
47，557 35204 12，352 ▲　　6．1 ▲　　4．0

2000
51，657 40，915 10，741 8．6 16．0

2000年12月 4，626 3，810
816 8．2 20．9

2001年1月 3，625 3，72／ 520 3．2 24．4
2

4，199 3，32Q
879

1．5 12．3
3

4，921 4，006
914

4．7 U，5
4

4，331 3，669
662 ▲　　1．ユ 13．3

5
3，816 3，739 76 ▲　　0．9 14．1

6
4，138 3，379

758 ▲　　7．8 2．6

7
4，036 3，617

419 ▲　　6．4 9．2

8
3，851 3，518 333 ▲　　8．4 ▲　　2．2

9
4，163 3，／l9 L艇5 ▲　ILG ▲　　7．9

10
4，073 3，613

460 ▲　　9．0 ▲　　4．6

11
3，890 3，397 493 ▲　　9．2 ▲　　7．9

12
3，961 3，300

661 ▲　14．5 ▲　13．5

（注）　財務省貿易統計による。

3．不定期船自由市場の成約状況

年　月 舗）平均 最高値 最安値

1990
144．8工 ユ．24．3Q 160．10

1995
94．06 80．30 104．25

1997
121．OO 111．35 131．25

1998
130．89 114．25 147．DO

1999
113．91 111．28 l16．40

2000
107．77 102．50 l14．90

2001
122．IO U3，85 131．69

2001年1月 117．1σ U3，85 119．25
2

l16．07 114．90 l17．25
3

121．12 1ユ7．30 124．60
4

123．83 121．55 126．45
5

122．07 119．20 123．90
6

122．04 119．15 124．60
7

124．64 ／23．24 1．25．80

8
121．56 l18．92 124．80

9
118．91 116．78 121．72

．上。 121．32 119．65 123．IG
11

122．33 120．24 124．33
12

127．32 123．65 131．69

2002年1月 132．66 130．75 134．69

〔単位　．T』M〆T）

区分 航
リ～毎 用 船

’．、

用船叱 「「

ム
シングル

（晶　目 別 内　訳）

年次

ロ　計 連続航海
航　　海

石炭 鉱石 スクラップ 砂糖 肥料 その他 TdP Per1Qd

1995 工72，642 4，911 167，731 48，775 52，37／ 57，26ユ 1，526 1，941 5，054．
803

154，802 49，061

1996 203，407 2，478 200，929 54，374 69，509 66，539
898

3，251 5，601
757

工44，56／ 29，815

1997 195，996 2，663 193β33 46，792 67，192 66，55／ 1，069 3，724 7，312
693 160，468 43，240

1998 186，197 1，712 184，621 4．ユ，938 69，301 64，994
836

3，800 2，499 1，280 136，972 24，700

1999 141，321 1，304 150，481 30，686 56，184 57，309
235

3，274 1，709 1，082 149，734 39，581

2000 146，643 2，182 92，089 26，147 46，549 67，431 ／98 2，185
182 1，55ユ 170，032 45，021

2001　5 9，841
0

9，841 1，320 2，641 5，166
57 439 33 185 12，872 10，826

6
U，551

0
11，55工

825
4，356 5，528

o 744 45 53
12，895 3，818

7
12，973

0
12，973 1，593 5，155 5，361

145 558 161 0
10，334 ］．，223

8
13，64．6

0
13，646 1，778 4，879 6，365

25 501 0 98
10，195 1，654

9
11，600

955
10，645

877
3，930 5，370

23 220 225 0
1D，750

867

10
13，070

295
12，775 1，430 3，745 7，130

40 350 80 0
12，948 2，487

11
15β96

365
15，031 1，572 4，919 7，937

0 501 67 35
16，490 1，838

12 12，112
860 11，252 1，122 3，974． 5，297

0 733 115 11
9，473 1，966

2002　1 12，765
240

12，525 1，643 4，536 5，810
54 391 71 20

16，713 4，152

（注）①マリタイム・リサーチ．社資料による。②品目別はシンゲルものの合．計。③年別は暦年。
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2QO

15D

田G

原油〔ペルシ．㌧・湾／U本・ペルシャ湾／「吹米1

米欧／湾ヤシルベ

嘲
1

陶卿
1 1999

㎜
2001 2DO2

εOD

150

1DO

駒

慾
の
お
3
・
飾
⑳
巴
旧

5
0

穀吻1ガルフ．／目本・北米西岸／「日本・ガルフ／西欧〕

】99ア〔年1

　　　　　　　　北米西岸／日本
　　　ガルフ／西欧

19ヨ8　　　　　　　司999　　　　　　　2㎜　　　　　　 帥01 2002

レ
5

同
4

釦

．
0

3

52

02

51

D1

5

口

4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／口本 ペルシャ湾／欧米
月次 200D 2001 2002 2000

200／ 2002

阿．古@　　　　最低取同

最高　　最低 最高　　最低 日．古@　　　　最低月昆同

最高　　最低 最高　　最低
1

65．00　48．00 118．00　80．DO 50，00　34．75 50．00　40．00 100．50　82，50 40．00　35，002
65．00　54．00 92．50　86，0σ 55．OO　45．00 92．50　7σ．003
82．50　62．00 103．00　88．75 70．00　55．00 90．00　70．004
95．00　78．00 一 85．00　64．00 85．00　70．OD5

111．25　93．75 75．00　57．OO 92．00　75．00 63．50　52．506
112．50　96．50 41．50　38．50 95．00　80．00 40．00　35．OO

7
112．50　98．00 55．00　43．50 100．00　82．50 55．00　42．508
152，50　112．50 63．15　39．OO 120，00　90．00 57．50　38，509
150．00　128．00 92．00　57．50 132，50105．00 82．50　50，DO10
165．00　113．50 85．00　40，00 130，00105．00 70．00　37，50Il
177．50　164．50 4．1．00　33，50 175．OO　125．00 35．00　32，0σ12
160．00140．00 40．50　36，DO 142．50125．00 40．00　35，DO

（注） ①日本郵船調査グループ資料による、，

驍烽ﾌ。 ④．グラフの値はいずれも最高値。
②単位はワールドスケールレート。 ③．いずれも20万D／W 以上の船舶によ

5，穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧） （単位　ドル／トン）

ガルフ／日本 北米西岸／日本 ガルフ／西欧
月次 2001 2002 2001 2002 2001 2002

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

22．50　21．50 ユ8．85　17．20 一 10．75
一 9．15　　8．882

22．25　21，00 一 12．003
22．80　22．70

一 一4
22，25　21．50 一 一5

24．σ0 14，10　エ3．50 18．GG　14．606
23．25

一 18．00　17．00

7
19．50　18．75 『 一8
18．90　17．75 11．00 12．259
18．60　17，50 一 一10
18．35　17．50

一 　11
17．25　16．75 一 10．3512
17．25　15．80

一 8，60　　8．50
（注） ①日本郵船調査グループ資料による。

Bグラフの値はいずれも最高値。
②いずれも5万D〆W以上8万DバV未噛 満の船舶によるもの。
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石炭（八ンブトンローズ／日本） 　　鉄鉱石
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中型
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1999 2DOD

叩看

350

3ゆコ

25D

206
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10u

5D

釦01　。1
　　　　　　　

（．

6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）（判立：ドル／トン）

月次

ハンプトンローズ〆El．奉／．石炭｝

」

2002

最低

1
2
3
．
4
5
6

　
　
9
m
1
1
1
2

7
8

1
　
」
　
，
　
し

　
　
」
　
．
　
r
　
　
■
　
　

　
　
　
」
　
　
一

　
　
　
　
　
1

ツバロン．．．．．． m．1．4乱｛鍔こ鋭；石） ツバロン〆．i懸区欠（皇失妻嵐石｝

町
丸

一
跡

2001

．最低 ii．薪崇l1

2002

9．20

5．40

最低 」
反

し
｝ 低1　　8．45

　　8．oo
　　．7．50

　　6．85

6．65

5．89
4．4〔〕

4．85
・1．30

4．5〔．）

4．25
　

　
－
　
’
　
．

　
　
F
　
．
　
E
　
．

，40

（注〕　．①日本郵｛［1．｝．調査グループ資料．による．乙

　　　　．③グラフの値はいずれも最高値、

．．1｝いずれもR／∫D，〆W以．．【．．15万D、．．．．．W．未満の葺［i｝舶によるもの。

7，タンカー運賃指数
タ　　　　ン　　　　カ　　　　一　　　　テ軍　　　　tミ　　　才旨　　　委気

月次 ユ999
2000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001

VLCC 中型 小型 H・D R・C
VLCC

中型 小　型　　1．1・DIH・C　VLCC rl．1型 小型 H・D 1．1・C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

　53，5
@58．7
@62．2
@48，8
P
3
7
．
8
2
4
0
．
7
…
1
4
9
．
．
咀
1
4
2
．
3
i
4
L
3
1
4
7
．
0
段
1
：
§

91．2
X5．8
X2．1
X3．9

W8．．13

W5．8

@75．7
@ア4，3
@73．3
@71．3
@s2，5
@91．2

l16．s
P38，〔｝

P13．8
D136．7

P28．2
z21．4

P24．D
P12．9
P〔〕8Pl

撃n9．8

P鴨．9
P06．3

150．0P6L2
P64．．3

P67．5
P76．6
Q09．9

P96．3
P．60．0

P62．l
P53．6lL7
P46．9

198．9
P65．7
P59．3
P．4r1，2

P58．3
P57．3

P6ドL5
P59．．l

戟E．且7，9

P51．3
P5藍｝．1．

撃窒P・．kPl

4s．0
T3．3
T9．3
U9．6
W1．4
X5．8

P0⊂｝．9　－10＝〕，5

P28．6
奄R132
a4．：～

P6け』1

92．8
P07．8
P／5．7

P34．9
P2｛㍉．9

DL35．6

P53．1
P96．5
P90．9
P65．1
Q畳｝4．7

Q09．8

L262
P41．1
P63．7
k95．ア

P77．4
P74．．1

Q44．9
Q65．5
Q69．2
^94．1
Q67．0
Q64．6

145．91148．4
奄血掾F塁i橡1：号185．61196．8

P蓉置：贈き：ま　　　　　ヒ

�於ﾛ鴇229．51254．6217・3i264・9240．91257・s272．0［283．1

㍉．51，s

P17．2
W6．7
X4．！

W1．4
U〔．，．．7

T2．2
T0．8
V3．．7
P471

21．7．3

Q05．8
P58．4
P71．3
P6〔〕，3

P32．3

P14．2
P1．1．3

P10．7
@98．4

3吐6，3

Q30．5
Q38．9
Q72．0
Pgo．5
z82．8

P30．l
P4．8．o

D1．53．6

P36．1

277．4
R22．9
Q94．7
Q99．0
Q95．7Q422

Q23．6
Q0座．3
Q工0．0

P62．8

37Lo
S0〔L2
R47．8
Q64．4
Q62．ア

Q64．1

Q13．8
Q08．2
P87．1
P91．6

平均…4＆0 84．60 1】8．9 165．8 158ドi 97．6 152．81206．i） 208．212：L9．1

1注）　①．ロイズ・オブ・．ロンドンプレス発行のロ．イ

@　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと198ア．年1

ズ・シップマネジャーによる．訊シッビング・ニューズ・インターナショナル

P月に含併／②タンカー運賃はワールドスケールレート。◎タンカー運賃

指．数の5区分については、以下のとおり　イ．VLCC：］5万トン以．ヒ　自II「型：7万～15万1・ン　ハ小型

トン　さ．H・D＝ハンディ・ダーティ；3万5000トン未満　ホH・C己ハンディ・クリーン：全船型。

：3万～7万
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8．貨物船用船料指数

貨物 船航海 用船料 指．数 貨物 船定期 用船料 指数
月次 1996 19971 1998 1999

20σO 2001．
1棘7　　　　　1 1998 lggg　l 2000 2001

20．7．0 2〔〕9．0 189．0 i66．0 ユ90．〔．〕 193．σ 380．3 34ア．0 277．O 231．0 222．o 264．0
2

202．0 197．0 185．〔．） 170．O 191．．0 198．O 386．6 332．0 25r1．．O 229．0 231．0 267．O
3

192．0 1．99．O 171．o 169．0 190．0 195．〔｝ 339．4 341．0 260．O 2．19－0 231．o 26D．0
4 192．（》 197．o 173．曳） ／72．o　】 玉91．o 20〔｝．⇔ 363．o 354．o 262．o 221．0 2嶋．（》 258．o
5

196．0 190．〔〕 173．0 173．o　l 193．0 206．〔｝ 35D．O 342．0 262．O 238．〔〕 252．0 262．0
6

195．0 184．o 175．0 176．0

ヨ
　
2
0
2
．
0
5
［

2〔）5．0 339．0 326．o 292．o 238．0 251．o 272．0

7
1．86．O 183．0 167．o 179．0

匡　202．0 204．O 339．0 338．o 266．Q 226．0 26．「且．0 267．0
8

189．O 196．0 165．〔｝ ／78．0 203．0 192．0 289．0 330．0 2to．0 233．0 267．σ 253．0
9

186．O 190．O 164．0 185．0 2〔〕6．0 193．o 293．0 327．o 208．0 238．0 271．0 248．0
10

176．Q 191．0 165．O 185．0 207．0 195．O 294．〔） 316．O 222．o 241．0 290．o 249．〔）

1ユ 1．88．O 189．0 170．O 195．0 206．O 195．0 323．0
29〔．〕．〔｝

231．O 254．0 278．0 227．0
12

211．0 186．〔．） 168．O ：li〕2．0 200．0 1 323．0 29r且．o 232．0 237．0 267．O

平均 ．193．3 192．6 1ア2．1 ．178．3 198．4 1334．9 328．1 245．51 233．7 255．8

（注｝①．ロイズ・オブ・ロンドンブレス発行のロイズ・シップマネジ．v一による、，〔シッビング・ニューズ・インターナショナ
　　　　ルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合fll＝）ilr．≧：．航海川託1［！．料指．数は1965．7－1966．6＝10D　定1サ1川船料指

　　　　．数1よ｝971＝、｛x）．㌘

）．
9，係船船腹量の推移

1999 2000 2001

月次 工を物船 タンカー 貨物 瑞一タンカー 貨物船 タンカー

一

隻．．数干G．．．己．．T．千D，．．＝W 隻．数1千G．．己．．T．千D．．．．W 隻数1干G，．．．Tl千D．．語．W巨2数 千G．．．．己．TモD．．．F．W 隻．数千G．．F．T千D！W 隻．数干G．”．T｛．D．1W

】 3283，2424，060 511，2052，125 3333，2524，134 461，2652，292 2652，3542，775 4．1　7841，477
2

3ユ73，0943，830 47　9〔｝71，487 3132，9843，758 461，1922，221 2592，1942，497 39　7391，382
3

3123，2484，135 451，0041，720 3102，9493，68〔｝ 461，1922，221 2，582，1742，489 40　971．1，883
4

3063，32．14，275 491，／831，943 3122，9213，599 461，1722，257 2562，／272，463 39　6471，203
5

3033，l143，949 491，1741．，926 3052，7733，38ユ 43　914L698 2472，0632，379 38　6451，199
6

3283，5034，535 501，3872，485 2992，6903，269 42L12．72，194 2432，0312，341 37　6441，196

7
3293，374．4，345 501，3632，443 29／2，6303，225 　　　　　　一S1　86．）1，639 2361，8372，173 37　6441，／96

8
3413，4074，377 511，5122，639 2862，6223，224 40　81．3／，552 2481，8182，106 35　6191，154

9
3443，5144，560 501，5072，631 2802，5693，183 40　　813ユ，552 2431，7452，032 38　8681，667

／o 3553，5444，576 491，14／1，940 2922，6183，1．85 441，1．41）2，201 2371，6821，965 37　8631，661
11

3473，3324，248 1471，2362，193 2892，5743，135 42　　87．7／，644 238L7221，996 38　8641，681
12 　　　　　　　　　　　　　　1

R553，4564，449 146L2932・3081 2712，4292，914 40　77．，1，471． 2431，8202，14．7 411，0542，083
（注｝ ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップベッセルズによる。

せんきょうF幽2002§3」．



編二1葉． ．後． …記

　私は横浜のいわゆるニュータウンに住ん．でい

る。最近、日本メーカーの販売店が撤退し、驚

いたことに赤い車が並ぶ店になった。外国車の

販売店は、これまでもドイツ、スウェーデン、

フランス、英国と一通り揃っていた。住み始め

てから7年、日本メーカーにも新規出店や撤退

の動きはあった。しかし、イタリア車の販売店

は初めてだ。

　米国車のディーラーはといえば、唯一近所に

あった店の看板はドイツ車のそれに変わった。

社名は米国メーカーだが、販売車種は欧州子会

社製というものもある。あとは並行輸入業者が

扱う特殊な車が目に付く程度。

　海外での日本車はどうなのだろうか。米国で

は品質の良いコンパクトカーとして日本車は評

価を得た後、高級車や小型SUV、そしてピッ

クアップトラックへと進出している。昨年の乗

用車販売シェアは32．8％、商用車も含めたシェ

アでも26．8％になった。

　ところが欧州では一向に振るわない。西欧で

の販売シェアは10％を少し越えた程度だ。要す

れば、似たような小型車を得意とする欧州メー

カーが確固たる地位を確立していて、日本から

輸出する小型車では採算が取れなかったのだ。

　マーケティング面でも、日本メーカーは米国

での成功を欧州へ展開出来なかった。とある日

本メーカーの方に伺ったところによると、米国

32§せんきょうE凶2002

ではジェネレーションで顧客層を捉えることが

出来たそうだ。消費の太宗を占めるジェネレー

ションの嗜好を掴めば、売れる車種を投入する

ことが出来たという。

　ところが、欧州では同じ手法が通じない。日

米欧の販売担当者が一堂に会して討論した結果、

欧州でのキーワードはクラス（階級）だという。

売れる車種がクラスで決まっているどころか、

メーカーまで決まっている。日本車は安くもな

く、高級でもなかったのだ。

　その後、日本メーカーも現地生産を充実させ、．一．

本格的な進出への正念場を迎えている。現地生

産が拡大することで、生産コストは下げられる

だろう。さらにデザインや設計段階から欧州で

の車作りを始めている。そろそろ成果が出てく

ることを期待している。

　昨年の輸入乗用車都道府県別登録実績による

と、最も多いのは東京都で全国の16．3％を占め、

第二位が神奈川県の10，0％。確かに外車をよく

目にするように思うし、欧州車は魅力的だとも

思う。欧州の入たちに日本車はどのように映っ

ているのだろうか。

　川崎汽船株式会社

情報広報グループ課長　　（

　　　　谷　信彦
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日本船主協会環境憲章

環境理念
日本船主協会は、地球・海洋環境保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立

ち、海難事故や副詞による海洋汚染を防止するため船舶の安全運航を徹底すると

ともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推進します。さらに、海運があら

ゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを踏まえ、

環境保全への一層の取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に

寄与することに努めます。

行動指針

ヒ
／

日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環境対策

の推進に努めるとともに会員会社の積極的な環境保全への取り組みを支援

します。

　　地球・海洋環境に関わる国内外の法規の遵守と自主的な環境方針の策定1
．
　　　による一層の環境保全

　　　船舶の安全運航を確保するための管理システムの構築と徹底、安全運航
2．

　　　に寄与する機器の開発支援と導入促進

　　　省エネルギー輸送効率に優れた船舶および設備の採用、船舶の運航に
3．

　　　伴う環境負荷の低減、廃棄物の削減と適切な処理

　　　海洋汚染事故の原因となるサブスタンダード船排除の積極的な推進と船
4．

　　　舶リサイクルの促進

5．　船舶の運航技術の向上と地球・海洋環境保全のための適切な教育・訓練

　　　海難事故および大規模災害等に備え、迅速な対応が取れる適切な
6．

　　　体制の維持整備促進

　　環境保全活動に関する積極的な情報の提供、環境問題への
7．

　　意識向上と環境保全への日常引取り組みの強化

8．
環境対策に関わる内外関係機関等との連携の強化および

内外フォーラム・会議への積極的な参加と貢献　　　　．！謙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幾

一．．．
D．．

D一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、　　・．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ　　　ゆ

　　　　　　　　　　　『．…　　　譜・驚

・麟二輪

．．

D
＼



子成14ヰビ月とU目晃付　母月1園ビU目晃存　IMO．4田　目餅U4／年3月B目第3橦郵便物認可2002cen略．鼻）礁嚢∴鮮「．r蒲、．�_、ド「1、　　　：澗　　　　　湘犀｛蕊：ノ罰　　　　　F＼．ド．ゑ．．．ムr．』乱．〆二、．ゑ　　@　@．．〆三三。，r　／．．一．．．／．話崩＿．．．．ズニ．．．〆／　ダ　∠．．．　　　r〆・・：．∠1』せんきょう　　　　2FEBRUARY　2002提供　�鰹､船三井（船台進水方式）内航海運の現状について日本船主協会副会長大阪船舶株式会社代表取締役会長【】小谷道彦1　一二　　包二二．弘1�j璽・　…1．密航者の早期下船を図る条約を採択一FAL（国際海上運送の簡易化に関する1965年）条約の改正一2，STCW95に関するPSCが6ヶ月の執行延期に一IMO第33回訓練当直基準小委員会（STW）の模様一3，サブスタンダード船の排除に向けたアクションプランを策定一交通に関する大臣会合の模様一　・・閣　一き1．「首都圏第3空港問題について」当協会は引き続き航行安全を主張一「第7回首都圏第3空港調査検討会」の模様について一2．船員対策特別委員会代表団が中国を訪問一中国船員事情調査について一3．公社バースの貸付料減額措置一神戸港埠頭公社の挑戦一轟∠26　．＝，・畷ぎi：：：．、．1：．リアルチャートとヴァーチャル対談で迫る一望の手続きについて（本船入港と輸入）一10　1　　　　　　巨近海海運について44．11［唖騰日本海運�椛謗O営業部課長O河田満喜次19［皿盤』一20［睡1．．．TB丸とバハマの積荷異変上五島石油備蓄基地バースマスター【】佐野義治22海里日誌（1月）24船協だより　　25海運統計編集後記8223囲み記事・シップ・リサイクル問題をめぐる国際機関の動ぎについて　　　　9・ノルウェー急雨〆香港船固が当協会と船員問題について意見交換　18・平成］3年度海運関係叙勲褒章受章祝賀パーティーの開催　　　　27評（．己（．巻　頭．謂　1内航海運の現状について1昊灘癌騰晶諜小谷道彦　　　噛�_＿＿　期待と希望を持って迎えた21世紀であるが、世界情勢は、グローバリゼーション化が一層進む経済と、民族や宗教などを背景とした対立が激しさを増す政治・社会との矛盾を抱え、混迷の度を深めている。世界同時不況の中で、日本経済は、かつて経験したことのないデフレ状況に陥り、先行きは不透明である。　当協会では、内航事業者の会員も増え、内航への取り組みに力を注いでおり、私自身、近海内航部会のメンバーでもあるので、内航海運業界の現状について述べることにする。　内航海運業界では、平成10年に規制緩和の流れの中で船腹調整事業を解消し、金融機関等からの借入500億円を基に内航海運暫定措置事業を導入した。今云うところの「痛みを伴う構造改革」である。この事業によって3年間で当初予測を大ぎく上回る約一千隻、重量トン数にして約1］0万トンに上る過剰船腹を買い上げ、特に代表的な船種である一般貨物船、一般油送船では共に約2096にも及ぶ減船効果となった。本来ならば、これだけ大量に減船すると船腹需給がタイトになり市況は上昇に転ずるところだが、未だ］スト割れの状況が続いている。この状況は、景気の低迷による荷動きの減少に加え、荷主業界の統合や合併、提携等による再編（例えば石油では4グループに、セメントは4社体制、鉄鋼も2グループに集約）によって、再編以前議の2／3程度の船腹量で輸送可能となり、船腹需要が減少したことが大きな要因である。荷主系列化され、経営基盤の脆弱な内航業界にとって、現在の状況は容易ならざる事態であり、もう一段の減船の必要性を実感している。　このような状況の中、暫定措置事業は、事業規模を500億から700億円へ増額し、過剰船腹解消の役割を担ってきたが、返済原資となる新規建造の不振と大量の買い上げが重なり、収支のバランスが崩れ始めた。この事態に対処すると共に、「満15年以上の老齢船は買い上げ対象としない」というルールにも対応するため、シンデレラプロジェクトとして政府保証枠の増額を国土交通省に要請し、昨年末に補正予算で、80億円の追加政府保証が認められ、さらに、平成］4年度本予算でも同額を要請している。この暫定措置事業の円滑な運営には、収入である建造の促進が重要な要素であり、この建造促進のための制度・政策を行政に求めたい。　内航業界は多くの課題を抱えているが、船主協会の力を借りながら、内航総連合会を中心にモーダルシフトや静脈物流などの新たなソースを開発し、荷主や関係業界の理解を求めつつ、経営基盤の強化と地位向上を図るため諸事業を展開していくことが内航海運の再生への道であると考えている。ぜんきょうE8∂2002�R1髄EWS閥巴WS騰W§酬騒霊W§1国際会議レポート密航者の早期下船を図る条約を採択　一FAL（国際海上運送の簡易化に関する1965年）条約の改正　ロンドンの国際海事機関（IMO）本百1三1こおいて、2002年1月7日から11日の問、船舶の入出港に伴う税関、入出国管理、口引／検疫等の手続きの簡素化を検討する簡易化委員会（Facilita−tion　Committee：FAL）が開催された。今会合では、密航者の取扱いがFAL条約に取り入れられ、2003年5月1日までに一定国数の異議通告がない限り発効する見込みとなった。今回の改正により、密航者の迅速な下船等、長年にわたって船長や船舶運航者を悩まし臨けている幽幽が少しでも改善されることが期待されている。1．FAL条約について　FAL条約　（Convention　on　Fac量litation　of　Inter−national　MariUme　Traf匠。，1965）はわが国が批准していないことから馴染みは薄いが、「国際海上運送の簡易化に関する1965年条約」通称、（簡易化条約と呼ばれており、船舶の出入港に伴う税調、入日ll　1管理、検疫等の海上伽送に関連した手続きおよび規則の統一・化、標準化を図ることで、海上運送の不必要な止延をなくすことを目的としている。口本、パナマをはじめIMO加盟国の半分近くがlill条約を批准していないが、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ．近年、特に電子化／IT化（EDI）亭の革新的な技術の進歩を〒」京に、同条約の重要性が碇透していることから、批准国は増加することが予想されている。　FAL委員会のオ’来の作業は手続きの簡素化を検討することにあるが、．・方で、鞍航者、不法移民、海賊等の安全保障同遺も船舶の運航に遅延を生じさせるものとして取り扱っており、1月の会合では米口同馬多発テロに端を発した船舶および港湾におけるテロ対痕や、昨年の豪州沿岸におけるタンパ�`揖牛に関連し、海上に2§せんぎょう勲b2002v．）．おいて救助された人員の取扱い等についても審議されている。注：タンパ号事件　昨年8月にインドネシアから豪州に密航を企て遭難した438人を救助したノルウェー雑コンテナ船タンパ号が豪州政府から遭難者の上陸と同船の　臨時寄港を拒否された事件2．密航者問題　近年、わが国では中国からの集団密航者が増加している他、コンテナ内に潜むなど一．．．・般商船を利用した密航者は増加傾向にあるが、豊な生活を求めて貧しい国から富める国へと密航事犯は世界的に後を断たず、密航斡旋が国際犯罪組織により企てられている。　密航者の大半はパスポートなど身分、身元を証明する書類を一切所持せず、言葉も通じないことが多いことから、寄港地では厄介者扱いをされ、容易に受入れてもらえないのが現状である。わが国においては「出入国管理および難民認定法」で密航者の取扱いが規定されているが、少なくとも密航者の国籍など身元または乗船地が確認されない限り．上陸させることは困難であり、また、密航者の送還費用等の負担は密航者を運んできた船社の義務とされている。この義務は出港の際に．．．卜分注意したにもかかわらず乗船されてしまった場合でも免れない、いわば無過失責任とされている。　諸外国においても同様の扱いであるため、一・旦、船上に乗り込まれ、出港後に発見された場合、その処遇に乗組員は多大な労力を強いられ、密航者の身元が明確となり、どこかの国が下船を受入れてくれるまで、船内で長期問保護することとなる。さらに、船社、運航者は密航者のために運航の遅延を招くことに加え、被害者であるにもかかわらず船内での密航者の扱い方によっては、船長の逮捕・拘留、罰金、船舶の拘留など不当に罰せられるケースもある。密航者の迅速な下船、送還のためには船舶の所属する旗国、寄港国、密航者の国籍国用の協力、支援が不可欠であるが、旗国といっても便宜．置口引では実質的に対．応機能がなく、あまり当てにはできない。．．一方、実質的船主国は、乗組員が自国民であって密航者により危害が加えられる恐れがある場合等を除き介入の余地はないため、大きな期待はできない。　船舶では、特にハイリスクな港に人馴する際には乗り込み防止対策に万全を期すとともに、出港前および直後には船内サーチを実施している。しかし、乗組員による警戒、サーチにも拘わらず、特に港湾関係者が関与した場合など、密航を完全に防止することは困難な実状である。3．FAL条約改正に至った経緯　船舶を使った密航者についての取扱いに関しては、：従前より国際的な検討がなされており、1957年に国際条約（ブラッセル条約）が策定されている。しかし、批准国が少なく発効には至らず、このため、国際海運会議所（ICS）等がIMOに働きかけ、ブラッセル条約の批准促進、新たな条約の策定等解決に向けた提案など継続してきた結果、1997年にガイドラインがIMO決議として採択され、密航者の取扱い、下船・送還等に関する船主・船長、各国の義務等が具体化された。しかしながら、同決議はガイドラインとの位．置付けから強制力を有しないため、更に有効な国際的な文書にする方策を検討した結果、FAL条約の一一一部分として条約化することとなった。内容的には概ねIMOのガイドラせんぎょうF納20θ2愚3閥EW5閥EWsNEW5監W§辮§i憲湊篶、、−、：＼インに準じたものとなっているが、条約化されたことで締約国に対しては、身元の確認がなされるなど一定の条件が満たされた場合には強制力を有することになり、批准国は少ないものの、問題解決に向け、一歩前進するものと思われる。　同条約改正の骨子は以一ドのようになっており、関係国、関係者が密航者の下船や送還について協力することを求めている他、沿岸州に港湾の保安確保および密航者の船舶への乗り込みを防止するための対策、船主が負担する送還費用や密航者の拘留に伴い発生する費用を最小限に留めるよう求めている。なお、入権に配慮し、密航者を基本的には難民として取り扱うことがIMO決議書に比較し、より明確にされている。FAL条約改正の骨子　A．一般原則　　＊国連で採択された難民に関する協定等に　　　適合すること　　＊公的機関、港湾当局、船主・船長等の関　　　係者は密航者の防止、送還、下船等に関　　　し協力しあい、密航者が長期間船上に留　　　め置かれることを防止するための対策を　　　とること　B．港湾当局、船主・船長による防⊥ヒ対策お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　よび密航者等の訴追　C．密航者の船上での取扱い　D．予定航路からの離路　E．密航者の下船および送還等に伴う関係国　　の責務等　F．密航者の送還等に要する費用　　　　STCW95に関するPSCが6ヶ月の執行延期1　　　　−IMO第33回訓練当直基準小委員会（STW）の模様　IMO第33回訂Wが、本年ユ月21日から25目までロンドンのIMO本部において開催され、緊急課題として訂CW95条約の完全導入に伴うPSCにおける取扱い等が検討された。　srCW95条約は、本年2月1日より完全導入されるが、各国より条約要件を期日までに完全遵守することの困難性が表明された結果、次の点を内容とするIMOサーキュラーが合意され、1月25日付けで各国に回章された。　�@ポートステートコントロール検査官に対　　し、2月1日から6ヶ月（7月31日迄）の　　聞、srcw95対応の海技免状所持並びに乗　　船船舶の旗国による免状の承認に関する不　　備については、船舶の拘留を行わないよう　　　　　　　　　　　　　　　　　L　勧告する。�AISM証書発給機関に対し、2月1日か　ら6ヶ月（7月31日迄）の間、訂CW95対　応の海技免状所持並びに乗船船舶の旗国に　よる免状の承認についての不備を理由とし　たISM証書の発給停止については、これ　を猶予するよう勧告する。その他、今次会合では、海技免状に関連した不法行為の防止について、水先人の訓練および資格証明書およびIMO総会決議（A．485（皿））の改正、高速救命艇（FRB）の乗組員に対する訓練方法等について審議が行われた。4§》せんぎょうF�S20023サブスタンダード船の排除に向けたアクションプランを策定一交通に関する大臣会合の模様｝「　わが国の呼びかけにより、環境にやさしい交通の実現に向け、交通に関する政策等を議論することを目的とした会合が、主．v20三国＊の交通担当大臣のほか欧州委員会および国際海事機関（IMO）の参加の下、1月15〜16Ei、東京において開催された。咋年9月の米国同時多発テロ事件以後、はじめて主要国の交通担当大臣が集まる会合となったことから、「交通とテロ対策」についても議論のテーマに追加された。〔1）交通と環境　　環境にやさしい交通の実現をテーマとして、　各国が進めていく政策の基本的方向等につい　て総括的な議論が行われ、交通に起因する環　境問題に今後一．．・層積極的に協力して取り組ん　でいくとするなどの共同宣言が採択・署名さ　れた。また、a）海洋汚染の防止、　b）都市に　おける交通と環境、c＞環境にやさしい自動　車の開発・普及の3つの議題が設定され、そ　れぞれについて共同声明が取りまとめられた。　a）海洋汚染の防止に関しては、概略以下の　　アクションプランが策定され、サブスタン　　ダード船による海上の安全と海洋汚染に対　　する脅威の排除を目指し、これらの実行の　　ための着実な措置を講じていくこととされ　　た。また、これらのプランには国際的な検　　討が必要なものもあり、わが国よりこの会　　議の報告をIMOへ提出することとされた。　�@旗国の条約実施状況に対する自主的な　　IMO監査プログラムの早期創設　�A質の高い船舶に対するインセンティブス＊　オーストラリア、オーストリア、ベルギー、　リア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、　ウェーデン、イギリス、アメリカ　　キームの促進�BEQUASISなどの船舶データベースの利　　用拡大および使用の推進�C国際安全管理コード（ISMコード）の実施�D各地域・部厚でのポートステートコント　　ロール（PSC）の運用方法の調和�E開発途．ヒ国の旗国としての条約実施およ　　びPSC活動のための技術支援　�Fサブスタンダード船に対する監視システ　　ムの整備（2｝交通とテロ対策　　交通に関するセキュリティの確保のため、　今後、各国が連携・協調して推進するべき課　題について議論が行われた。その結果、主要国　の強い連携、途上国への国際協力の推進、関　係国際機関の活動支持を通じて、交通に関す　るセキュリティを確保していくという強いメ　ッセージを世界に発出すべきとの意見で一．致　し、以．ドを骨子とする共同声明が採択された。「交通とテロ対策に関する共同声明」骨子�@　米国で発生した同時多発テロへの非難　および犠牲者への追悼�A国際民間航空機関（ICAO）および国際　海事機関（IMO）の行動の支持および協力�B航空保安に関する匡際基準の拡充・強　化、監視監査計画の確立を目指すICAO　ハイレベル閣僚会議（本年2月開催予定）　の成功に向けた協力�C国際的な情報交換および途上国への国　際．協力や関係国際機関への協力の強化　カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタノルウェー、ポルトガル、韓国、シンガポール、スペイン、スぜんぎょうE�S2002勲5内外情報1「首都圏第3空港問題について」当協会は引き続き航行安全を主張一「第7回首都圏第3空港調査検討会」の模様について　首都圏第3空港問題について国．目交自省は、「首都圏第3空港調査検討会（座長：巾村英夫武蔵工大教授）」（以．下、「中村検討会」）を設置し検討を進めている。同省は、平成1．3年12月末、現B滑走路に平行な滑走路により羽田空港を再拡張することとする「羽m空港の再拡張に関する基本的考え方」を取りまとめた。　これに対し当．協会は、同日、安全で利用しやすい東京港であることが不可欠であるとの観点から航路は直線が望ましいこと、また、そのための新海目処分場計画の修正など、政府・東京郡等に対し的確な判断を求めるため、♪1脇会同長保英会長コメントを発表した。（本誌2002年1月号P．4参照）　平成14年1月30日、第7回中村検討会が開催され、当協会からの委員として小澤幸夫政策委員会副委員長が出席した。　検討会では、はじめに事務局（国土交通省航空局）より、平成13年12月末発表の「刃刃出空港の再拡張に関する基本的考え方」をとりまとめるに至った経緯について報告があり、続いて当協会小澤委員より、以一ドの通り発言があった。　「海運業界は船舶の安全運航が社会的責務であり、当協会はかねてよりこの観点から重大な関心を持って中村検討会に参画している。航空局が実施したビジュアル操船シミュレータ実験の結果についてのコメント、即ち、「（東京港第一航路は）直線が望ましいというものと、航路の屈曲角は10度以一．ドであれば安全である若しくは何とかなる』は、操船実務者（現役の水先人および船長）からのコメントであることを認識願いたい。そして、航路の屈曲角15度が安全で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（あるといった方は工人もいなかったことも重く受け止めていただきたい。今後行政にお．いては、様々な観点から総合的に判断されるのだろうが、当協会の安全に対する願いは配慮して頂きたい。」　次に事務局より、羽田空港の再拡張に関する国土交通省の今後の作業について以下の通り説明があった。　首都圏第3空港についての平成14年度予算は13億円（政府案）で、うち羽出空港再拡張に12．7億円を充当する予定である。今後の作業内容は、海上交通安全対策の検討の他、調査ボーリング、設計・施工の具体的検討、環境アセスメント、事業スキームの検討等と予定している。　また、首都圏第3空港の検討については、従来は羽田と他の候補地を横並びで比較したが、羽田再拡張が決定されたことから、これを前提としたものに見直すこととしており、検討にあたっては需要予測の精査・見直しや、鉄道アクセスの再検討などが必要である旨、航空局より説明があった。　委員から、需要予測について、平成13年9月ll口の同時多発テロの影響等も検討すべきであるとの意見が出され、中村座長から今後の需要6醸せんきょうFの2002動向を見ながら、委員の知識を駆使して検討し、第3空港の成案が出るところまで持っていきたいとの発言があった。　当協会は、今後も引き続き、船舶の航行安全2確保の観点から、また、港湾の効率性を含む経済性の観点からも、鋭意意見反映に努めていくこととしている。船員対策特別委員会代表団が中国を訪問中国船員事情調査について　去る1月14卜1〔爪〜18印金の問、船員対策特別委員会の代表団が中国船主協会他を訪問、中国船員の海外派遣事情等について情報交換した。　代表団は、杉浦船員対策特別委員会幹事長を団長とする総勢6名で構成、訪問先は、中国船主．協会、中国対外週日工程商会（中国外派海員協調機構）、COSCOMAN（COSCO　MANNINGCOOPERATION　INC，）、　MASES（CHINA　Ma一「ine＆Seamen　Service　Corp．：中海海員対外技術服務有限公司）等で北京、青島、大連の3か所を訪問した。　今回の訪問の目的は、船員の海外派遣が拡大しつつある中国の船員、マンニング業界の実情調査ばかりでなく、2001年暮れに調印された、中国船†協会船員委員会、中国海員組合、国際船員協会、全［本海員組合の4者による中国船員の日本関係船への派遣に関する協定の意図するところを中国側から聞くことにあった。▲当協会船員対策特別委員会代表団（右側）と中国船　主協会との情報交換　今回の代表団は、中国船主協会を訪問する初めての代表団であったこともあり中国側の大変な歓待を受けた。　中国の船員海外派遣の現状は、関係者の説明を総合すると、最近になって海外派遣をビジネスとして専門化し、外国企業向けの船員教育を始めており、海外船主等と．協力して船員訓練を実施し、同時にその企業向けに派遣する方策を拡大しようと各方面に働きかけているようである。　また、4社．1三寿に関しては、中国船員の日本関係船社への派遣を制限することを意図しているのではなく、これまで雑多なマンニング会社による無秩序な派遣に一定のルールを適用することで秩序を築き、日／中双方に安定的で、メリットのある派遣制度とするためであるとの説明を受けた。なお、今後については、本件を含め、この種合意を日側側と結ぶ際には、日本船主協会と．卜分な．協議をし、双方に利益のあるものとしたい旨の発言を得た。　中国船主協会のトピックとしては、最近定款改正をし、外国企業の中国現地法人にも会員資格を与えるようにしたとのことである。　全般的印象として、中国は船員の海外派遣ビジネスを積極的に拡大することに意欲旺盛であり、日本との関係強化にも期待十分である。今せんきよっF帥2002韓7騨巨W5醐匠W5閥匠W5「馬己．匿WS．．．竃騨§験総爆、怒回の訪問はこれら中国側の意欲が理解できた点で十分有意義なものであったと思われる。　代表団参加者（敬称略）（団　長）　杉浦　　哲　　日本郵船　　　　　　　（企画グループ長代理）　久田　　裕　　日本郵船　　　　　　　（国際船員グループ長）北村　和裕　　商船三井　　　　　　　（国際船員グループ課長代理）東海林　明　　川崎汽船（国際船員チーム長）中1」．1未知生　新和海運　　　　　　　（海務グループ船員チームリーダー）井上　　晃　　日本船主協会　　　　　　　（船員対策室長）　　　　公社パースの貸付料減額措置　　　　一神戸港埠頭公社の挑戦一　神戸港埠頭公社は、本年1月1日からコンテナバースやフェリーバースなどの公社バース貸付料を減額した。　これは、神戸港を取り巻く厳しい情勢を冷静に踏まえた上で、神戸港のコスト競争力を高めることにより貨物集荷をより促進し、港湾における業務量増加を図る活性化施策として期間を限定して打ち出したものである。　コンテナバースについては連続2バース借受者のみを対象に、契約貸付料の約30％を減額するとともに、暫定使用を除く借受者を対象として貨物増加へのインセンティブ制度を導入した。同制度は、神戸港への集荷に貢献した借受者に対し、前年比増加した外貿コンテナ取扱個数に対して2000円／TEUを貸付料から減額するというもので、5千万円／借受者を限度としており、2001年12月から2004年1ユ月までの取扱貨物量を対象に3ヵ年間実施される。　また、ライナーバースについては契約貸付料の約4Q％を、フェリーバースについては同約30％を減額する。なお、これら公社バース貸付料の減額措置は2002年1月から2005年3月末まで（が対象となる。　神戸港のコンテナ貨物取扱量の約80％を占める公社バースの貸付料減額は、コスト競争力を高める施策として今後その成果が期待されるが、その総額は年問で35億円程度が見込まれ、約3年間の時限措置で生ずる100億円規模の公社収入の減収は用地売却や港湾管理者たる神戸市からの支援でまかなわれる予定である。　公社バースの貸付料は、港湾管理者が整備運営する公共バースに比べて．一般的に割高で、取扱量に拘らず定額であることから取扱量がター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ミナル運営費に直接影響し、また最近では貸付料が安い、『新方式』（岸壁・泊地≡国整備、埋立造成＝港湾管理者整備、クレーン等上物＝公社整備）によるバースも稼動を始め、既存バースとの不公平感も生じている。　神戸港のコスト競争力回復努力にはもちろんエールを送りたいが、時代に即応した、わが国独自の港湾像を追求する視点が今こそ、国をあげて求められているのではないかとつくづく考える。8§ぜんきょうFθ∂2002シップ・リサイクル問題をめぐる国際機関の動きについて　1998年頃より、欧州を中心に、インド、バングラデシュ等における船舶の解撤が環境および労働者に著しい影響を与えているとの指摘が環境団体等より行われたこともあり、国際的にも対応が強く求められるようになりました。そのような背景もあり、現在次の各国際機関において船舶の解撤（リサイクル）についての検討が行われています。上記の環境団体の指摘もさることながら、解撤事業が環境と労働安全面において十分に配慮することは当然のことですが、同事業に対し今後大きな制約が加えられ大量発生が見込まれる老朽船の解撤が困難とならないように、関係者にとって合理的、かつ実行可能な方策の議論が行われることが求められます。●【MO（国際海事機関）MEPC（海洋環境保護委員会）　IMOは2GOO年3月の第44回MEPCにて船舶解撤をその検討課題とすることを正式に決定、それを受けて解撤に関する情報収集を行うためコレスポンデンスグループ（CG）が設置された。さらに、2001年4月の第46回MEPCでは、船舶解撤を第47、48、49回MEPCの主要議題とすることが合意された。3月に開催される第47回MEPCよりワーキンググループが設置され、　CGが収集した情報をもとに船舶解撤に係るガイドラインの策定等に向けた具体的な検討が開始される見込みである。●UNEP（国連環境計画）バーゼル条約　1999年の第5回締約国会議において、船舶解撤問題を技術上および法律上の両面から検討することが合意された。それを受けて、技術作業部会（TWG）において「船舶解撤の技術ガイドライン」を策定することとなり、数回の検討の後、2002年1月半第｝9回TWGにてガイドラインの内容がほぼ最終化された（※）。ガイドラインは、5月の第20回TWGの承認を経て12月の第6回締約国会議で採択される予定である。また、法的問題については、今後IMOと協調して検討して行くこととされている。　※船舶解撤ヤードの技術ガイドラインは、環境に配慮した解撤作業方法や解撤ヤードのレイアウト、環境マネジ　　メント等に関するものとなっている。●比0（国際労働機関）　船舶解撤に携わる作業員の労働安全面での対策が立ち遅れていることからILOにおいても、2000年の「輸送機器の製造におけるグローバリゼーションの社会的・労働者的影響に関する3者　（政府、使用者、労働者）会合」にて、船舶解撤における労働者の安全および健康に関する包括的指針の作成に向けて検討を進めていくこと等が結論として合意された。また、同年のILO理事会においてこの合意（結論）を支持することが決議され、2001年以降、3者が短期、中期、長期的に取り組むべき課題について検討が開始された。●ICS（国際海運集会所）　1999年、海運業界として解撤問題に取り組んでいくためにWGを設置した。　WGでは、　IMOでの検討に協力し、船舶に含まれる危険物質についてのインベントリーリストを作成するとともに、解撤に関する船主としての行動指針を取りまとめ、2GO1年8月にこれを発表した。　当協会では、既報のとおり、これらの動きに対応するため、海運業界を始め造船業界、解撤業界さらに舶用機器業界などの関係業界とともに2GOO年10月差シップ・リサイクル連絡協議会」設置しました、同協議会では、船舶解撤に関して実現可能な範闘で協力していくための方策を検討’している他、主要解撤国の調査を実施することとし、2001年10月、中国における船舶解撤の実情調査を行っています（本誌2002年1月号P．20参照）。　なお、以上、概要をご紹介しました船舶解撤をめぐる最近の動きについては、去る1月24日、関係者にお集まりいただき座談会を開催しましたので、本誌次号（3月号）にてご紹介する予定です。ぜんきょうEθδ2002��9各種調査・報告書欄リアルチャートとヴァーチャル対談で迫る港の手続きについて　　　　　　　　　　　　本船入港と輸入「港湾」2002年1月号（社）日本港湾協会発行特集ワンス．トップサー円生輪今日は、港に船が入ったり貨物を輸入するときの手続きについて知りたい。　聞けばうんざりするぐらい手続きがあるんだってねえ。四角1ミli船に関する部分と貨物に関する部分とに分けて話そう。まず船のほうは、　→（太黒）の流れの部分だ。船囲・本船と打ち合わせた船舶代理店が少なくとも5つの役所に申請書や届出書を提出して許可をもらったりしている。現在、提出書類の太字の項目は「港湾EDI」、「Sea−NACCS」といった電子情報システムで処理できる。円生愈貨物のほうは誰がやるんだいP四角還｝i荷主が自分でやることもあるが、大抵はフォーワーダーないしは通関業者が代行または代理する。→（太赤）の流れの部分を見て欲しい。コンテナ単位の輸入で港で通関される典型的なケースだが。円生憩システムは大体つながっているのかい？四角累i太実線の部分は「Sea・NACCS」で概ね処理可能となってはいるが、実際にはハードコピーを添付する部分も結構多いし、荷主一フォーワーダー問が使い勝手が良くつながるか、など＿＿＿滋賂∵饗戴i課題は残っている。手続きを順番に説明しよう。　輸出地で船積されると、荷主は輸出者（或いは取引銀行）との問で決済を済ませ、彼らから船積み関係書類（B／L、インボイス、パッキングリスト等）を取得する（�@）。　　この頃、船社は荷主（またはフォーワーダー、　通関業者己以下岡じ）に本船の到着予定を知らせる（�A）。　一方で、船社はCY（CYオペレーター）経由、　税関にマニフェスト（積荷目録）を提出する。　（�B・�C）。　円生藩マニフェストってなんだい？　四角醗本船の全積載貨物について積地、揚地、　B／L番号別に貨物の明細、受け荷主等を記載　した書類で、税関は本船入港に際してこれの提　出を求め、これにより、当該本船の揚荷の全貌　を把握し、貨物の取り締まりや課税を行う。荷　主は、B／Lを裏書して船社に渡し、船社は引き　換えに、D／0を荷主に渡す（�D・�E）。　円生藩D／Oって？　四角慈デリバリーオーダー。三社の現場である　CYは、これを持参してきた人にしか貨物を引き　渡さない。今日の話は全部原則的な話だけれど。10ミ§せんきょうF曲2002（提出書類　※必要時のみ提出害類も含む）Dに．．　　．．．．．「卜1．D．p．＝D@　　7F．陸揚＝搬入i一括搬入〕ｫ．．．．．．；．；．1L；．コンh一ド〔CY｝　　舎鰍．．　保税地域蕪、．．者購端ゲー・　　．ひ．肖．＝　巨＝，@　．兼ｰ　　9（�K．@　　1遵賦．．鴛]瓢．ボフ・ワーダ「礁首脳〇勤．荷主輸入者）：@　　δ．@　　や．．．．@　　．i．軸一般道路’　　＝≡＝一ートーコ　CYは、本船が入港すると、コンテナをヤードに陸揚げする。（�F）。　そしてヤード内の「（税関に指定された）保税地域」に、全てのコンテナを「搬入」する。　また、コンテナ番号などを詳細に記載した「卸（オロシ〉コンテナ・・覧表」を提出して、コンテナ（箱）自体の通関申告を行う（�G）。円生藩陸揚げと「搬入」とは違うのかい？四角悪動作としてはひとつだね。物理的な意味の陸揚げ、すなわちヤードへの搬入は関税法上は「保税地域への搬入」でもある。関税法によると、「外国貨物は（輸入許可されていわゆる内議になるまでは、の意）、保税地域以外の場所に置くことができない」（第30条工）とある。本船が着岸するヤードは通常税関が指定する「保税地域」となっている。つまり、見た目には、船からコンテナを卸し、ヤード内に整頓蔵．置するだけだけれど、関税法．ヒの「搬入」行為となっているということ。税関としては全てのコンテナがちゃんと「搬入」されたことを確認し、かつ�Cで入手したマニフェストと照合したりする。ちなみに、「保税」とは、輸入税の課税を留保する、それまでは納税しなくてよい、との意味であるが、まだ輸入はできていないよ、ということだ。円生蔓｝旅行のときの成田空港の人国審査みたいなもんだね。四角憾ちょっと違うのは、その船から例えば2000本揚がった場合1番目に揚がったコンテナでも、2000本全部の「搬入」の確認がされてからでないと、「審査してくれ」と言えない。飛行機から真っ先に降りても、最後に悠々と降りても、家に帰れる時間は1司じということだ。つぎにいこう。　荷主は、「搬入」がされたことをCYに確認をする必要がある（�H）。　この確．認をして、はじめて、荷主は税関に対し「輸入申告」をするのだが、このとき必要な主な書類は、B／L、インボイス、パッキングリストの3つである。これら以外には、必要に応じて、特恵原産地証明書（特恵関税の適用を受ける場合）、商品カタログ（貨物の内容を説せんきょう抽b2002藩11明する場合）、保険証書などがある。インボイスは、輸出者が輸入者に送ってくる貨物の明細書で、貨物の内容、価額、ケースマーク、船名、航海次数、積港、揚港、など重：要事項が記載されている。　なお、荷主は関税を納めるにあたってSea−NACCSによる口座振替納付制度を利用することもできる。（�I）。　税関は、「輸入許可」を（検査が必要な貨物については「検査許可」を）する（�J）。　　トラック会社が、輸入許可を得た荷主から渡されたD／0をCYに提示し、貨物を引き取る　（貨物を受け取った荷主は、空になったコンテナをCYに返却する）（�K・�L）。円生1：：）たいへんだねえ。全部でどのくらいの時間がかかるんだい？四角iiヨスムースにいったとして、本船が入港着岸してから、貨物を引き取れるのは2目目の午後くらいかな。週末が絡むと3日以上かかることが多い。円生慧ところで週末は休みかい？四角§｛il港湾労働者は、元旦以外の年聞364口は荷役をやるとしており．、CYも貨物があるならいつでもやると言っているので、次は、税関とか検疫の体制などが注］される課題になると言われている。税関も検疫も緊急必要なら町田外でもやってくれてはいるようだが、「臨時開庁」という言葉があるくらいだから、あくまでも例（．国または港執務時閤（輸出入窓口）電　算　入　力　化　と　問　題　点平日…G8：30〜17：00365日x24時間「入力」は出来るが、執務時間内ででないと、区分1（即時許可対土曜…閉庁象貨）を含めて一切の回答がなされない。機械による自動返信でないために、夜入日曜・祝日…閉庁れた甲請は翌日の開庁時間まで待たされる。日　　　　　本（原則、年末は28日午そもそも本船入港前のいわゆる「事前申告」や「事前通関」が認められず、また、前中まで、新年は4日全てのコンテナについて、本船からの陸揚げ、保税地域への搬入が確認されるまでから。）は、輸入申告等に着手できないことからリードタイムが長くなっている。また、金曜日入港船については、実際上週明けまで貨物が引き取れない。365日×24時間開庁し365日x24時間稼動。ている。輸出入とも、本船入港前3日以内に入力しておかね［まならない。通関は即時に完了シンガポールする。〔PORTNET、　TRADENET）。本船入港前に、オンラインで通関が済むので貨物を待たせて税関に出頭するようなことはないので開庁時間がいっかということは問題にならない、平日…08：00〜T7：00365日x24時間稼動（ABI、　AES）。土曜…OB：QO〜聡：00基本的にはオンラインで事前通告。全ての貨物がペーペーレスではないが、入港前ロサンゼルス日曜・祝日…閉庁甲告が可能なので、開庁時間が問題になることはない。区分一1貨物については機（アメリカ）械的に許可返信がある。保税輸送についての考え方が進んでおり、港で手間取ることはない。輸入申缶は入港5E揃から可能。輸出については保税の観念がなくコンテナ詰はどこででも可。輸出申告書は船社経由提出されるが、入港前申告可。釜　　　　　山i韓　　　　国）355日×勉時間開庁しﾄいる。365日×24時問稼動。桝O通関が、オンラインで可能ということもあって開庁時間がいっかということは]り問題にならない。平日…08：00〜23：00365日×24時間申告可能。（SAGITTA）。土曜．・・081QO〜141cc輸　入一許可は本船入港後だが、7日前から申告可能。殆どの貨物が、揚げ後干ちロッテルダム日曜・祝日…閉庁に内陸の保税倉庫（民間）まで引かれそこで通関。引き取りは自主記帳で（オランダ）可。納税も後日。輸　出一荷主が輸出申告書を最寄の税関で承認を受け，ターミナル経由税関に提出し、本船出港後に税関が船積み確認するだけ。平日…08：00〜22：00365日x24時間申告可能（GHIEF）。サザンブトンiイギリス）土躍…08：00〜22：00�曜・祝日…@　　08：00〜22100輸　入一許可は本船入港後だが、4日前から甲告可能。荷主が内陸の自社倉庫まで@　　　引き、そこで電算入力し原則即時許可される。A　出一・通常内陸通関。荷主の目社倉庫で自主記帳し、本船出港後14日以内に書類提出。ルアーブル呈量：：：器＝侶：器365日×24時間申告可能（MADT．　ADEMAR、　MAE）。A　入一許可は本船入港後だが、3日前がら申告可能．欧州他地域同様、通常内陸（フランス）日曜・祝日…閉庁通関。輸　出一・荷主の内陸の出社倉庫で自主記帳して月単位で税関に輸出申告するだけ．へ12§ぜんきょうFの2002　本船．?o港関係30．σ入出港届、船舶運航情報．．（運航基本情報、．乗組員情報、船．　　　貨物・コンテ六関係｣　　　　　　1600　　　　　　隔　　■@　　　　　冨　●●@　　　　　．璽　　　．Rンテナヤード関係@　　2300�@船舶動静関係業務（約100万円弱）＝船舶基本情報@（Voy、スケジュール等）、入出港届、等で、これを入力@してあげないと、関連業者が情報を入力できない。情報提@供者が入力料を支払っている典型例。（年間約500隻寄港@前提）A輸入関連業務（約1，300万円強）コマニフェスト情報登@録・訂正が主。　（D／0年間9万件発行前提）。B輸出関連業務（約200万円弱）己船積完了登録、船積確認CY搬入確認登録、　CY搬出確認登録、卸コンテナ情報登録、ﾏコンテナ情報、コンテナ情報照会、船積完了登録、船卸完ｹ確認登録、等々Q前二者は、単価は20円だが、東京だけﾅ年間入力は30万回で600万円などとなる。ある船社のSea−NAGCS使用料金支払い実績（推定）外措．置だ。ちなみに、関税法によると、「臨時開庁」というのは、行政機関の休日またはこれ以外の日の税関の執務時問外において税関が輸出入者または通関業者等の申請に応じて輸出入の許可事務等を行うために、臨時に執務する制度で臨時開庁を求めるには、臨時開庁承認手数料を納付して税関長の承認を受けなければならない（第98条1）、などとなっている。なお、外国の港は（表�@＞0）ようになっている。円生欝外国でも盟邦はけっこうあるね。四角i言1；1だけど、注目すべきは、開庁日や開庁四月が物流にあまり影響しないような制度やシステムになっている点だ。円生ミ副城15年度には、ワンストップサービスが始まるって聞いたけど？四角｝：：嚢港湾のIT化は現在Sea−NACCSを最大限利用する線で進められている。輸出人ならびに港湾の諸手続きをペーパーレス化しワンストップサービスを実現しようというものである。今更言うまでもないが、ワンストップサービスとは、もともとは、．車で買い物に行くとき、．．一度だけ駐車すれば、その場所で欲しいものが全部揃って、やりたいことが全部出来る、というのが語源らしいが、それが、利用者のコンピューターの一画面で出来る場合がシングルウインドウだ。円生下そうなると、煩碩な手続きもパソコンの画両に．．．．一度入力すれば済むのかい？四角韓法制度とシステムとが領域的に重なる部分は大変便利になるだろう。また、料金面についても、先行参加者の負担は今でも大きく（グラフ）、情報の上流1ド流の関係者に広く参加してもらうためにはネグリジブルな料金でないといけない。シンガポールなどでは、「情報提供者からは金を取らない」という発想でほぼ完壁なシステムを完成させている。さらに、多くの人が指摘している国際標準化や手続全般の簡素化、システムのオープン性などといった課題が解決されるとそもそも真のワンストップサービスの実現にとって不可欠な「全員．参加」ということが可能になるだろう。「全員参加」でないと遅れをとったままになる。円生ξ＝1なるほど、明日からでも簡単にできそうじやないか。四魚1：：1………。ぜんぎよう掬西20025ミ｝13近海コーナ・一・内航コーナー、「賀　　．．‘．　　　　．F．懸一．：：1⊃近海海運について今月号では、前回の『内航海運』に引き続き「近海海運』について紹介いたします。近海海運＝外航海運　近海海運業とは、営業範囲を近海区域内に限定している船舶運航事業（オペレーター：と船舶職階業（オーナー）を総称して呼んでいます。　海上運送事業について規定している海上運送法では、「近海海運業」という定義はありません。したがって「近海海運業」の海上運送法上における位置付けは外航海運です。船舶安全上の区分　「近海」とは一般には、極東アジアまでの海域を示していますが、法的には施行規則第1条第8項において航行区域として「近海区域」を東は東経175度、西は東経94度、北は北緯63度、南は南緯11度の線に囲まれた水域と規定しています。（図参照）　この船舶安全法における航行区域には、「近海区域」の他、「平水区域」「沿海区域」「遠洋区域」があり、区域が拡大するに応じ、船舶の航行環境（気象・海象条件、緊急時の避難・救助期待可能性など）が厳しくなることを勘案して、船体構造、救命および消防設備等を航行区域ごとに定めています。　また、この区域は、船舶職員法（※1）上の資格および定数を定める区域としても使用されています。　〔※1）　船舶職員法には、船舶の大きさ・航行区域・　　　推進機関の出力に応じて、その船舶に乗り組ま　　　なければならない船舶職貝の種類と入員および　　　その船舶職員となるための海技従事者の資格が　　　定められています。例えば近海区域を航行区域　　　とする5，000G／T以．．L・推進機関出ノ」6，000キロワット以．ヒの船舶には、船長・機関長が三級海技士以上、一等航海士・機関士が四級海技．．k以上、二等航海士が五級海技士以上の資格を持っている必要があります。近海海運の概念について過去の経緯�@外航海運（近海海運）と内航海運が判然と　していなかった時期　　戦前および戦時中、わが国は、東南アジア　諸国の．．一・部を領有、統治していたことからわ　が国の海運企業は小型鋼船を中心に、現在の　内航航行区域と区分なく同一の市場として活　申していました。終戦後は、GHQ（連合国軍　総司令部）の下部組織である日本商船管理局　によって日本船舶で100G／T以．．ヒの船舶の　運航業務は一元的に管理されることとなりま　した。終戦後の残存船舶は、戦時下の工事簡　素化建造による粗悪な戦時標準船（船標船）　が多く、残る船舶も老朽の不経済船で、これ　ら船舶が経済活動の場としていた近海市場を　失ったため、内航に従事することとなり、荷　動き不振もあり内航海運は深刻な不況に見舞　われることとなりました。�A近海・内航の区分（その1）　　昭和24年に800G／T未満の船舶は民間還　元され、25年3月の船舶運航令により、これ　まで判然としなかった外航・内航の区別がは　じめて明確にされました。この時代では、外　航船は、国際船級の保有かつ船主が外航を希　望してその指定編入を受けた船舶（但し、　GHQに航路毎の入出港予定地、運賃収入見　込額を申告、許可が必要）で、内航はその他14§せんきょうEの2002　の船舶というものでした。これは、外航（近　海）就航の要件を備えた船舶が内航に就航す　ることも可能とするものでした。　　戦後、近海海運は外航海運の中にあって内　航海運と一対で諸対策が講じられていますが、　これは、戦後、近海海運事業者が内航海運か　ら進出してきたことや船舶が小型船であるが　故に近海・内航に就航することができたこと　にも起因しています。�B近海・内航の区分（その2）　　昭和39年7月に制定された内航二法（本誌　2002年1月号参照）により登録（後に許可）　船のみが内航に就航できることになりました。　しかし、規制のない外航（近海）船にも船舶［図］近海区域　　　100　　　　11060504030201001012013D　の要件さえ整えば内航航路に就航できる状況　にあり、こうした内外併用船が昭和40年代多　数就航していました。�C内外併用船の消滅　　先に述べた通り、戦前から近海と内航は一　体であり、戦後も内外併用船は少なくなかっ　たようです。内航、近海が明確に区別される　ようになったのは、内航二法成立後の40年代　に入ってからです。内航海運業法（S39）によ　って、内航許可船（当時は登録船）以外は内　航に就航できなくなりました。その後、近海　の構造不況で内外併用船のメリットが薄れた　こともあって、50年代にはほとんどの近海資　格船が資格を内航に限定して代替建造されて14015Q160170180匡＝亟7國東は175。E、南は1ゴS、の線により囲まれた水域をいう。西は94t、北は63。N＝調．．．／贈《　　「．「ベーリング海（N｝U0オホーツク海楢▽　．．．：冷．．シベリア．．スリ50．．ゴ@　　　日本海40一．@　　　　　　　．．．日本肖黄漸ト図凋醇刑30近海区域第1区激Vナ海大平洋聾M西限11げE許　　　　、．．．ルソン島南シナ海＼20ぐ．．．．・　．．カロリン諸島3�e．10．凶．．…痒　．．．．~ンダナオ島．．f曇．働∴@・．“　．．．「ボル恥鳩＝1：急秩D．0翁、．，．．@　�`．．．@ジャワ島．．．．‘．．．．　　　貫ユ≒ギニア島．．．D．．i＝A近海区域南限1ゴS．二10ドオーストラリア．．．．（S）100110120130140150160170〔E）　180〔WlせんきょうFgわ2002憩15　います。�D　政府による対策　　過去から近海海運業界は慢性的な船腹過剰　による過当競争の．下で活動してきていたため、　中小企業の多い同業界に対し運輸省（現、国　土交通省）ではいくつかの政策を実行してき　ました。昭和28年には臨時船舶建造調整法が　施行され、船舶の建造について、外航船腹需　給の調整を行うことを目的として、造船事業　者が500G／T（翌年から2，500G／T）以上ま　たは長さ50m（翌年から90m）以上で、遠洋区　域または近海区域を航行区域とする鋼製の船　舶を建造しようとするときは、建造着手．前に　運輸大臣（現、国土交通大臣）の許可を受け　ることが義務付けられました。　　また、同法では、船舶の建造が、それを配　賞しようとする航海区域または航路における　船舶の需給状況からみて著しく過剰となる恐　れのないことなどの基準に適合する場合は建　造を許可しなければならないとしています。　当時500G／T以上の船舶建造には、運輸大臣　の許可が必要となっていましたが、500G／T　未満または長さ50m未満の小型鋼船は、こ　の法律の対象外であったため、スレスレの499　G／Tの小型内航鋼船が大量建造される結果　となりました。その後、昭和29年1月に法律　適用下限を2，500G／T、かつ9Q〔n未満の船舶　まで拡大しましたが、近海船の主要貨物であ　る南洋材の輸入量が激減し船腹過剰が続いた　ことから、昭和47年以降、臨時船舶建造調整　法に基づき建造規制を行っています。40年代　後半から50年代に入り建造規制が継続実施さ　れている最中、近海分野で建造許．可のいらな　いいわゆる2，499型船が多数建造される状況　となりました。そのため、後に述べる昭和60　年代の2，499以下船まで対象とした登録制に　よる船腹需給調整へと移行する引き金となり　ました。　　昭和47年忌〜49年）の規制では、12，000D／W　以下の一般貨物船（2，500G／T未満は対象　外）について日本籍船を建造することはみと16麟ぜんきょうE6δ2002　められず、輸出船については、本邦に配船さ　れないことが明確なもののみ建造を許可する　こととしておりました。つまりこの確認のた　め、船舶を発注した者から日本発着貨物を積　み取らない旨の確約書（当該船舶は、いわゆ　る「念書船」と称される）の提出を求めてい　ました。�E近海・内航の区分（そび）3）　　この規制以降いくつかの変遷を経て昭和61　年5月25日より導入された近海船登録制度に　より近海海運と内航海運が厳然と区別される　こととなりました。　・近海船は輸入貨物輸送協議会〔※2）による　　「近海船用船に関する申し合わせ」〔※3）に　　基づきユ2，000D／W以下の．．．．・般貨物船は同　　協議会の近海船委員会に登録し、日本船も　　輸出船もスクラップ・アンド・ビルドであ　　れば建造可能で、スクラップ・アンド・ビ　　ルド以外は念書船のみ建造可能となってい　　ました。　・内航船は、日本内航海運組合総連合会によ　　るスクラップ・アンド・ビルド方式による　　船腹調整事業を実施していました。　（※2）輸入貨物輸送協議会　　　　不定期船オペレーターで構成する任意団体。　　　同協議会は、鉄鋼原料、一般炭、木材、塩、穀　　　物、石油などの輪入貨物の輸送に関する輪送秩　　　序の維持を目的として、わが国海運企業の健全　　　な発展に寄．与するため、目的達成に必要な共同　　　行為をなすことを協定し、活動している。　（※3）「近海船用船に関する申し合わせ」　　　　船腹過剰にある近海海運においてオペレータ　　　一の自主規制により12，000D／W以．．ドの近海船　　　を近海区域において運航する場合、輸入貨物輸　　　送協議会の近海船委員会に登録することを内容　　　としている。この11．1し合わせば、平成9年3月　　　末で既に廃止されている。　以降、規制緩和等の流れから2，500G／T以上の輸出船舶の建造許可に伴う際に船舶から日本発着貨物を積み取らない旨の確約書（念書）〔については、平成7年6月を目途にその念書の提出を求めないこととし、平成9年3月31日までに念書船に係わる制度全体を廃止することとなりました。ただし、臨時船舶建造調整法に基づく建造許可自体は従前どおり存続しています。近海海運市場の特徴について　「近海船」と呼ばれる一・般貨物船は、取引の実態や相手国の港湾事情等から従来3，000〜4，000G／Tの小型船が多く、資金的にも技術的にも建造が容易であったことから、近海海運業は、中小企業が多数を占めていることがこの業界の特徴となっています。　一般に不定期船マーケットは変動が激しく、投機性が強いものとなっています。近海不定期船マーケットにおいても顕著で、慢性的過剰船腹になりがちな過当競争、低収益、ハイリスクな市場構造になっています。この原因として、�@船舶自体小さく、零細な船主でも比較的少　資本で船舶投資、保有可能。�A市況が好転すると、小型船ゆえ短い工期で　建造出来、容易に新規参入できる。�B　船舶は15年程度使用されるが、荷動き市況　は短期間で変動するので、船腹供給過多に陥　りやすい。�@内航から発展した船主が多く、船主の地元　の金融機関、造船所が一体となり、オペレー　ターが数年の用船保証をすれば、簡単に船舶　を建造・保有できる以上の状況であった。　さらに近海木材船、特に南洋材輸送船は、半ば專用船のような扱いが多くマーケットが限定されているため、20，000〜40，000D／Wのハンディサイズ、60，000D／W級のパナマックスサイズのように遠洋区域への転配は先に触れた航行環境の点などからより難しいものとなっています。近海海運の現状　80年代までは、近海不定期船マーケットは、往復航含めて南洋材が最大の太宗貨物で、最近では、鋼材やセメント、肥料などの往航貨物が中心となっています。現在では、ロシアからの北洋材が最大（※4）の復航貨物で、次に南洋材原木、南洋材製品である合板となっています。合板の荷動き量の増加が著しいことから、合板輸送に適したツイン・デッカーが大量建造されているようです。また、復航での大宗貨物でもある南洋材の輸送需要は、我が国の住宅建築の動向や木材市況に左右され変動が激しいため、しばしば船腹需給の不均衡が発生し、運賃市況が極めて不安定な分野となっています。　東アジアの急速な経済成長は、アジア市場において定期航路のコンテナ貨物や自動車・建機の輸送の増加以外にも不定期船ドライバルク貨物や原汕・石油製品の輸送需要の増加が顕著になってきています。本来の近海船輸送分野に20，000〜40，000D／Wクラスのハンディサイズが往航の鋼材輸送や復航の石炭輸送に投入されるようになったり、アジア域内のパルプ輸送や重車両輸送の増加に伴う市場構造およびアジア域内の大型船が寄港できるインフラの整備充実の変化に伴い使用船舶も大型化してきています。　しかし、その一方で、東南アジァー日本間のいわゆる近海船市場といわれている近海小型船輸送によるマーケットは、往航の太宗貨物は鋼材、復航は南洋材’原木、南洋材合板に限定されます。南洋材原木輸送については取引単位、船型、荷役の観点から今後もユ0，000D／W以下　（7，00DD／Wが標準Fl勺）船型が最適で現在でも中心となっています。　（※4）北洋材輸送は、近海貨物で最も大きな割合を　　　占めていますが、北洋材は、ロシア船が20年を　　　超える老齢船による低運賃を武器にロシア材　　　（C＆F）の輸送をほぼ独占しています。　内航海運における規制緩和（内航船腹調整事業の廃止：平成10年5月）を見て内航船主が内航の将来を危ぶみ近海への業種転換、進出を図る動きが出ていました。同時に、中小造船所では手持ち工事量を増やすため近海船の受注に力をいれていたようです。銀行も船舶への融資に積極的で、地元の船主・造船所・銀行の三者のせんぎょうFの2002§17利害一致したことが近海船建造ブームを呼ぶこととなりました。さらに念書船制度の廃止、輸入貨物輸送協議会における「近海船用船に関する申し合わせ」（近海船登録制度）の廃止（平成9年3月）により近海オペレーターに対する新造船船腹手当てへの抑制がなくなったことも大きな要因とされています。　近海船の歴史は、先の要因からわかるようにブームの度に多数の船が建造され、その後に市況の低迷に苦しむことが繰り返されています。　それとともに、近海市場の姿を知る事も難しいものとなっています。遠洋におけるハンディサイズ、パナマックス、ケープサイズなどは、欧州の調査機関や大手ブローカー筋で公開している情報などから建造予定や船腹量、船型別船齢、成約、動静などある程度把握可能と思われますが、近海船市場については情報把握が困難なものがあり、一概にはいえませんが現在の近海海運の状況は、相当船腹過剰に陥っているものと思われます。【参考文献】　「輸入貨物輸送協議会10年の歩み（昭和56年〜．1‘成　2年）」　　輸入貨物輸送協議会　「輸入貨物輸送協議会20年史」　　　輸人貨物輸送協議会．　「近海海運市場の現況調査報告」　　唄ず珍事産業研究所　「南洋材輸送協定の二i．年を語る」　　南洋材輸送協定　「日本近海海運協会史一．．74Fの歩み・一」　　細日本近海海運協会　「近海海運の実態一不定期船を中心とする一1　　脚海事産業研究所　「日本の近海海運」　　　�兼�本船主協会、�結ﾟ海汽船協会18§せんきょうF帥2002ザー　　。転聡　�j　＿＿船会社の仲間たち．第�O回　　　　　　§　　§、．｝一ﾖ1よ豊麗竃轟轟碁処ζ・ジ・ク・案件等の推進窓・と　　なっております。「1一〜今回、登場して頂くのは　　　　　日本海運（株）第三営業部課長　　　　．．河田満喜次さん（45歳）です。3，御社の自慢といえば？　当社の二三を含む運航船腹量は、平成13年12月末現在、45隻ナ船・RO／ROコンテナ船尾　　1によるコンテナ・シャーシの輸送にいたるまで、多くの船種を有し、「運べないものはない」を基本姿勢に、日夜安全運航に励んでおります。　〜一　．颯「　　　　一」2　これまでの会社生活の中で一番の思い出といえば…？昨履に離された酬洋上『「琴研修セミナーに参加し、多くの物流関連企業の担当者と交流を持つことができたこと、さらに、大型客船での船旅は、同じ海上輸送を携わる私にとって、未知なる体験であったことも加え、大きな収穫となりました。　　　ただ単に海上輸送の提供だけ　　でなく、ドアツードアの一貫輸　　送を含め、多岐多様にわたる荷ヒ　　　主ニーズに対応できる、提案型ご　　営業の確立を目指したいと考え　　ます。＿ソ日本海運�鰍ﾌ事業概要　信頼と実績を載せて21世紀を全力航行〃日太海運は、お客様の大切なお荷物を長年に渡り、より速く、より安く、より安全に目的地まで輸送し続けている実績と信頼にお客様より高い評価を得ています。　今後もさらに日本経済・産業の発展を輸送業界から貢献し、次代に対応した新しい海上輸送の実現に取組んでまいります。ぜんきょうEの2002ミ§19〃猛毒の大魚発見記太公望　ワシン1・ンへ赴任する時、会う人から必ず「あなたはどんな仕事をするの」と聞かれた。筆者はその度毎に、「ワシントンの釣り堀で日がな一日糸を乗れて、釣り堀での出来事を見定めながら、時々その中に混じる異常な魚を発見するような仕事」と答えた。　ワシントンの釣り堀は、「キャピトル・ヒル」と呼ばれている。そこには様々な種類の魚が生息している。釣りはただ糸を垂れても魚が相手をしてくれない。どのような竿がこの釣り堀では．一般に使われているのか、道糸と釣針は何号か、餌は生きた虫や練り餌か、それとも疑似餌か、うきは玉うきか、それとも棒うきか、どこが駆け上がりで、どこが深みなのか、など数え上げれば切りがないほど、筆者にとって未知の世界が広がっている。機会ある毎に釣り堀に出掛けることを第一の心得とし、そこにいる太公望から釣りの技法や作法を学び、丹念に積み上げるほか解決法がないことが分かった。一人前の太公望になるには長期戦の覚悟が必要のようだ。釣り堀大会　着任してからは、太公望との釣り談義の機会を積極的に設けた。新参の筆者が外国入という障害を乗り越えて、どれほどの人から暖かい協力の手を差し伸べてもらえるものだろうか、不安が付き纏っていた。そんな状態で筆者が釣り掘の基礎知識と作法を学ぶ口々が続いた。ある日、ワシントン・プロペラー・クラブ主催の昼食会への誘いが舞い込んだ。案内状には、9月26日「キャピトル・ヒル」の住人であるObe卜star下院議員が講演者として出席すると記されている。またとない絶好の機会なので、その集いに初めて出掛けてみることにした。　当日の会場には誰よりも先に顔を出し、集まり始めた人たちとの名刺交換を通じて知遇の緒を着けた。15枚ほどの名刺を渡し切ったところで、参加者が指定のテーブルに着座する時問が来た。今度は同じテーブルの全員10名に名刺を　　（．渡した。筆者の左の席に名刺不所持の御仁が座った。同氏は口頭で「海軍の提督」であることを打ち明けた。お互いに会話を交わしていると、筆者の職業が海運業であることを切っ掛けに、話題が「日米貿易問題」に発展した。提督曰く、「日米貿易は何時までも不均衡の状態が改善されず、特に完成車の海上輸送に米船社が参入できない大きな障害が存在する。GALI（GreatAmerican　Linesの略称）の営業努力も阻まれている。つい先頃、これに関連する法案が下院を通過した。」その発言から充分過ぎるほどの重要情報を手にした筆者の耳には、更に続ける提督の言葉はもう届かなかった。食事が30分ほどで終わり、Oberstar．．ド院議員の講演が始まった。非礼の中座は避けたい筆者の尻がジリジリ焦げ出していた。　　　　　　　　　　　　一．猛毒の大魚出現　一直線で事務所に飛んで帰った筆者は提督発言の真偽を見極める作業に取り掛かった。しかし、筆者の網には一匹の魚も掛からなかった。それでは将が明かないので、先輩の太公望に調べて貰うことにした。2時聞後の返事も「見付からない」であった。筆者は必ず見付かると確信して、議会関係の人脈などを駆使して調査を継続するよう、再度丁重に懇請した。その3時列後に、「猛毒の大魚発見」との報が入った。下院が前日の25目に承認した400ページはあろうかという膨大な「国防総省2002年度歳出権限20§せんきょうF肋2002承認法案」に半ページほどの追加条項がこっそり挿入されていたのだ。手元に届いた法案の挿入条項をじっくり眺めると、改めてその毒性に腰が抜けるほど仰天した。これは天下の一大事と判断し、直ちに東京へ打電した。　米国では、大統領直轄の独立行政機関として海事関係事項を所轄する連邦海事委員会（FMC）が設けられている。下院承認法案に盛られた挿入条項は、そのFMCの権限を超えて「米国船が諸外国との海上輸送で市場参入ができな場合、制限的貿易慣行が存在するとの単純な事実判断から国1坊総省長官がこれを周りと認定し、その報告を受けたFMCは関係国吟社に罰則を課する」という内容であり、海事法令の現行運用ルールを基本から読み替えさせるという仁義なき策謀の現われでもあった。その目論みは明らかに完成自動車輸送がターゲットであった。その提案者であるWeldon議員（ペンシルヴァニア州選出・共和党）には海員組合、造船所、船社などの意向を汲んで、今までに何度も同種の法案化を画策した「前科」があったからだ。駆除大作戦　何事も対策を講ずる時の有効な決め手は迅速且つ的確な初期動作が基本だ。東京では、．協会から連絡を受けた国土交通省と協会メンバーの邦船三社がそれぞれのルートで直ちに動くことになった。国土交通省ルートでは、当地大使館アタッシェの岡西一．．・等書記官に外交ルートでの対策を講ずるよう指令が届いた。同氏は、主に当地のCottonクラブ（日欧海運先進国の集まり）メンバー連名の「デマルシェ」（外交文書）の作成と早期提出に涯力され、．ド院法案成立から一週間後の10月3日に抗議の外交文書が二軸9力国およびEUの署名で国務省へ提出された。これはIIEに神業ともいえる電光石火の対応であった。邦船三社もワシントンの弁護士やロビイストを通じてそれぞれ駆除工作に動き出した。　その時点で上院では下院とは別の独自法案を審議中であり、それに下院条項を挿入させないよう上院への働き掛けを我々は9月27日から開始した。10月2日、上院法案は問題条項を挿入せずに成立した。これで第一関門は無事通過した。今度は議会手続き上、双方の異なる内容の法案を統一法案化する必要があり、両院協議会の場に焦点が移った。　我々の働き掛けが次第に効を奏し、その第二関門を突破するために様々な動きが表面化してきた。日本の自動車メーカーが加入する在米国際自動車工業会もメンバー運営の工場が所在する州選出の一ヒ下両院議員の地方事務所へ草の根的働き掛けを行なった。存在と権限を無視された格好のFMCのCreel委員長が4ページに上る「怒りの名文書」を関係上院議員などに送り付けた，運輸省、商務省、国務省および法案当事者の国防総省もこぞってその導入に反対であることを議会への文書などで旗幟鮮明にした。「公正な貿易」との観点からは、穀物などの農産物輸出関係9団体、「米国荷主」の声を代表する全米産業運輸連盟などの反対趣意書が議会関係者へ続々届けられた。　猛毒の大魚を発見して駆除に立ち上がった時には、一条の細い流れが10月中旬には大河の奔流と化してアメリカ議会を飲み込む勢いとなった。両院協議会では、上院からの強い反対の意向が勝り、下院の挿入条項は統一法案から削除された。駆除大作戦は各方面からの絶大な協力を得て成功裡に終えることができた。　ある時、この作戦に陰で側面協力したWSC（世界海運評議会）のKoch会長に筆者が「アメリカは公正と正義の国。それを体現するのがキャピトル・ヒルの住人。公正とは無縁の条項がこっそり挿入されるのは一体どうしたことか」と書生論を吹っ掛けたら、同氏は、一一一言「Welcome　to　Washington！」と答えた。　今日も、二匹目の猛毒の大魚がどこかに泳いでいないか、これから釣り堀に出掛けてみようと思っている。　　　　　　　　　　　　　　　lr警．（北米地区事務局ワシントン事務所　　　　　　　　　所長　岡　哲夫）せんぎょうF肋2002総21　　　　ぐ　　，隔誌ぴ鳶麹四．」�`．「　　　　5�_’　・L、．・．ドP5夢外ぐミ．ゾ題・喰係，　　　�jll醤　　1�h．　．肝窯　　．獄へ　、・．「　．．ヨ　　　　　ヤ　、　　’瓦1猛瓢薦ρ』、、．．．・〆を疲；旧き…継．コ伊．一1黙ザぎ穆三重黒証　遭r〆、＼ト、毒バ’　　　　鼎〉〆〆〆〆〆〆1マ��権尋酵懸事襲�l1う講島一佐野義治雲・脚舜瞬で三重県・ある某醐学校を・・ﾑ醜・幣・・少・の問有給休暇を除・て　　．ドは、．ずっと船に乗．っていた。「それがどうした」と言轡聯困るが・事実だからとしか言いようがない・　　　　18歳の時、遠洋航海実習があり、練習船大成　　　丸でシドニーへ行った。　　　　19歳の時、回船実習でペルシャ航路のタンカー　　　に乗った。　　　　船長をリタイヤーした後2年問、検船をするた　　　め、シンガポールまで何度も乗船した。　　　　これら前後も、ムリムリ合わせると、ピッタシ「40年　　　間」「！年も途切れることなく」「船で」「外国へ」行　　　っていたことになる。「それがどうした」と言われても　　　困る。船乗りとしては、極めて常識的な半生で、こ　　　れ以上の経歴をもった人は、馬に喰わすほどいる　　　ことも承知している。　　　　承知はしているが、私には他の追随を許さな　　　い？一寸変わった記録がある。それは乗船してい　　　たこの40年間に、唯の…度も魚釣りを「したことが　　　ない」という珍記録である。（ギネスには申請もして／舞いレ　　　．2一、．．i騨，み．＼　　戸！　　　　　　「こノ　�`　　聖　　　Xl」、爪．〜熱いないが・…・・。）　もし、私より乗船経験が長く、．目．つ一度も乗船中に「釣りをしたことがない」方がおられたら、船主協会経由でお知らせ頂きたい。別に賞品を差し．ヒげる訳ではないが、とりあえず尊敬することにしている。ちなみに、私は魚を食べる方は得意である。　さて、本題のTB丸の事を書くことにしよう。この船には、昭和62年頃63年に、9ケ月ずつ乗船した。本船は、88シリーズ（88，000dwt）のタンカーで、メキシコ湾、カリブ海、大西洋に面した、コロンビア、ベネズエラ、ドイツ、オランダ、．イギリス、カナダ、アメリカ、トリニダード小バコおよびメキシコの港がテリトリーである。　私が乗船していた時は、三国間輸送が専門で、日本にはまったく寄港しなかった。おかげで長期ナントカ手当を頂いて、懐も潤った。　潤ったけど、本船では、2年間で53回もライタリングをやられて、ホトホトまいった。　ライタリングというのは、通称ハシケ取りといわれ、沖に停泊している20万トン以．ヒの大型タンカーに接舷しては、油を受け取り米国ガルフ沿岸の港（ヒューストン、ボートアーサー、モービル、コーパスクリスティ、ニューオリンズ、バトンルージュ他）ヘピストン輸送することである。　数えてみたら、本船ではパイロットが254人来た。ミシシッピー河のパイロットだけでも、66人来た。ミシシッピー河の中ですれ違．う船のパイロットから、VHFで「ヨオーTB丸キャプテンサノはまだ乗っとるか？」なんてお声がかかるほどになっていた。　ライタリングの事を書いていると、とても紙面がたりない。　そこで、昭和62年の9月にバハマで積荷をした時のハプニングについて書くことにする。22§せんきょうF�S2002〆避韻・；‘’．〆．一調・・；’．「〆〆詞〆．・一・：試〆ド蕊・・〆〆バ・・…〆）．　あっ！書きついでだから、もう少しライタリングの事について書いておくが、この期間中の傭船関係には恐れ入った。　TB丸の人事やメンテをしていたのは、○商船で、私はここから給料をもらっていた。チャータラーは、N郵船（東京）である。N郵船がイギリスのBPに定期で貸し出し、BPがノルウェーのJAHRE（ヤーレ）に又貸しして、これをアメリカのGOTOCO（ゴトコ）に又又貸ししていた。この関係はすべてタイムチャーターである。　貸す度に少しずつカスリを取っていたものと思う。　GOTOCOの営業は、ヒューストンにあったので、私が事務所へ挨拶に行ったこともあるし、担当の営業マンが研修で、本船に数日乗船したこともあった。　傭船相手は、これだけでも充分多いのに、GO−TOCOが時々、シェルやエクソンにサブレット（又貸し）してくれるので、毎月300通以上のテレックスを発信していた。　日本、イギリス、ノルウェー、アメリカを同時に相手にしているため、24時間どこかがオフィスアワー7つの海のこぼれ話中なので、本船の．昼夜に関係なく、電話とテレックスが来た。　それでなくても、休みなしでピストン輸送をしていて、眠る間がないので、ほんの少しの睡眠時間を確保するのに必死であった。そしてこの僅かな睡眠時間中に電話がかかってくるのにはまいった。うっかり寝付いたら、電話やテレックスが来そうで、寝付きまで悪くなった。　その内、何ヶ月かすると、こんな生活にもなじんで、それなりに余裕ができ、ヒューストンでは、2〜3回アストロドームへ大リーグの野球を観に行ったこともあった。まだ東京ドームが出来る前だったので、ドーム内の華麗さに感動した記憶がある。　球場内に、EI本人の女子高生が多数いて、「先生、これ似合う？」とか言って、ナントカグッズを持ったりしていたので、「なんじゃこりゃ」と思ったけれど、野球終了後、外へ出てみたら「AY学院高等部」と書．いた観光バスが何台か並んでいたので、修学旅行だということがわかった。あの頃、アメリカへ修学旅行に行く学校は、ずいぶん進んでいたのではないかと思う。　アストロドームの修学旅行なんか、どうでも良いから、早くバハマの積荷ハプニングに話を移さなければ、本文の題名と内容が、全然合わなくなる。多分今からバハマの．．・件を書き始めても、紙面の都合で、手遅れということが読めてきた。なんぼ詰めても数行では書き切れない。申し訳ないが、バハマでのハプニングの件は、近い内に紹介することにする。　あの時、TB丸に同乗して、一．．．・騎当千の大活躍をしてくれた航海士の面々も、その後出世してパイロットになった者、飲み過ぎて西方浄土へ旅立った者、緊急雇用対策で退職していった者等もいるが、大半はめでたく船長に昇進し、船長協会に所属して会費を徴収されている。　オール諸兄の御安航を祈る！＼夢「蓼．窪蓼「、謬、＼夢入．へ蓼鳶》　　　　　　　　　きも　　　　　　　．瀬　　　　　　　　　　ぎせんきょう勘δ2002§2311国土交通省は・2001年の新造船建造許可実日績をまとめた．それによると357隻、1，389　万7千総トンで、前年に比べ26隻増加、総　　トン数で19．9％増となった。1519力国・2国際機関の大臣らが参加する交日通分野の大臣会合が東京で開催された。　　（P．5海運ニュース国際会議レポート参照＞21国上交通省は・「都市圏聞における効率的日で環境にやさしい物流体系の構築に関する　検討会」（座長二加藤俊平東寡理科大学教　授）の第1回会合を開催し、幹線物流での　　環境負荷低減システム構築、モーダルシフ　　トを実現するための方策などについての検　討を行った。211MO第33回訓練当直基準墨委員会（STW）〜が開催され、船員の訓練、劃各証明、当直基曹・・関す・条約・あ・・995年目甜・W　条約について各国の履行状況が報告された。　　（P．4海運ニュース国際会議レポート参照）25国土交通省は・次世代内航海運懇談会（座日長：杉山武彦一橋大学教授）の第4回会合　　（　　を開催し、船員の配乗体制など規制の緩和　　について議論した。30第7回首都圏第3空港調査検討会（座長：日中村英斌蔵工業大学教授〉が開1崔された。　　（P．6海運ニュース内外情報参照）30国土交通網は・工995年改正sTcw条約の完日全実施を2月1日とされていたものを7月　　末まで延期することを発表した。30国土交通省は・船員の労務供給’職業紹介日事業の規制緩和を検討する船幅目隠紹介等　　研究会のワーキンググループ（ワーキング　　グループ座長；野川　忍　東．京学芸大学教　　授）を開催し、海事艦船岡部の規制改革案　　．一　　を提示した。　　　　　　　　　　　　　本誌記事訂正について　本誌2002年1月号シッビングフラッシュ（P，10〜）にて掲載の「平成14年度海運関係税制改正・予算」の【資料2】および【資料6】に一部誤りがありました。【資料2】平成14年度税制改正後の海運関係税制一覧　「2．エネルギー需給構造改革推進投資税制（特別償却または税額控除）」の欄をすべて削除。これにより以降の項目番号は2〜10にそれぞれ繰り上がる。【資料6】平成14年度船員関係予算　「．一般会計国土交通省」の「H　開発途上国船員養成への．協力」の平成13年度予算額64を58に、合計945を717に、また最下段の総計1，525を／，189（いずれも単位は．百万円）にそれぞれ修正。24蕾せんきょう1励2002　　　1月の定例理事会の模様　（1月23日、日本船主協会役員会議室にて開催）　　　　　　　会員異動○社名変更　平成14年1月15日付　　株式会社関西ライン（京浜地区所属）　　（旧社名　関汽外航株式会社）　平成14年1月23日現在の会員数ユ06社　　（京浜地区68社、阪神33社、九州5社）　　　総務委員会関係報告事項ユ．平成13年度マラッカ・シンガポール海峡の　航行援助施設維持管理費用の拠出について2．平成14年度海運講習会の開催について　当協会では、広報活動の一環として昭和32年度より会員会社の陸上新入社員を対象に、社会入としての門出を祝するとともに、海運入として必要な心構えを育成する目的で海運講習会を実施している。　先に行った調査の結果、24社より合計12G名の受講予定者があり、昨年岡引、本年度も総合職と一般職合同で、来る3月25日�求A海運ビル2階大ホールにおいて開催することとし、講師および演題については次の通り予定している。　なお、咋年同様、本年度も受講料として、当協会会員は参加一人につき1，000円を、また、会員以外については従来通り3，000PJを各参加会社毎に徴収することとしている。【海運講習会の予定】日　時：3月25日（月）09：00〜15’40場　所1海運ビル2階　一次第概略一（敬称略）　挨　　拶　　日本船主協会会長　激励の言葉　　毎E新聞論説委員・編集局特別委員　講　　演　　淑徳大学教授・工学博士　日本海運の現状と将来　　日本船主協会副会長（広報担当）　社会人としての心構え　　マネージメントサービスセンター　船長雑感　　川崎汽船�椛D員グループ長　　　　　　政策委員会／　　　海務委員会関係報告事項1．首都1巻1第3空港問題について嫡出　保英玉置　和宏北野　　大草刈　隆郎三木　尚子小島　　茂　（P．6海運ニュース内外情報参照）　　政策委員会関係報告事項1．平成14年度海運関係税制改正および予算について　（本誌2002年1月号シッビングフラッシュP．　2参照）2．国際船舶制度のその後の動きについて3．海運セミナー「不況下における海運経営」　の開催ぜんぎよう飽∂2002�O254．ICS／ISF2003年総会について5．ASFシッビング・エコノミックス・レビュ　一委員会（SERC）第IO回中置会合の開催に　ついて　　　　職務委員会報告事項1．IMO等におけるテロ対策について　〔1〕国際海事機1莫1（IMO）　　IMOは昨年ユ．1月に開催された第22回総会　においてテロ等を防止するためのセキュリテ　ィ対策を議題に取り上げ、米国の資金協力に　より2002年2月11日目ら15日の問、セキュリ　ティ対策のための中問会合を開催することと　した。中間会合の審議結果は5月に予定され　ている海上安全委員会での検討を経て、関係　条約の山止案などにまとめられ、12月に予定　されている同委員会で採択される見込みであ　る。　　米国は中開会合に向けて、以下の項目に亘　る提案を1月1．5目に提1出した。　　�@　自動船舶識別装置の弓蚕制搭載時期の．前　　　倒し、および運用水域の拡大　　�A　会社および各船の保安責任者の任命、　　　船舶保安計酉の備え付け　　．�B　港湾保安計画と安全性評価のための　　　IMOガイドラインの作成　　�C船員の身分証明の改蒜と調査　　�D　コンテナの保安対策（インスベクショ　　　ンの強制化）　　�E船舶保安装置およびハイジャック防．IL　　　装置の検討　（2）国際海運会議所（ICS）　　ICSは米国の提案内容に関し、1月28日に　．予定されているExecutive　Committeeに加え、　同日の午後にもセキュリティ対策について協　議し、船室側の対応を検討することとなった。26憩ぜんきょうE2δ2002〔3〕World　ShipPing　CQunciUWSC）　WSCは、コンテナのセキュリティ問題に関する意見書を1月17日目米国関係当局に提出した。叫　セキュリティ対策に関する海事関係機関　の会合．予定　　1月21日〜25日　IMO訓練・≧1で直基準小委　　　　　　員会（S「IW）　　1月28日　正CS　Executive　Committeeおよび　　　　　　セキュリティ対策会合　　1月29目〜31口　英国および関係政府打合　　　　　　せ　　2月5El　Icsコンテナ小委員会／危険物　　　　　　パ不ル　　2月差日〜15日　IMO中開会合　　3月6目　経済産業諮問委員会（BIAC）海　　　　　　運委員会　　3月71＝1〜8目　OECD海運委員会WG　　5月15日〜24FI　IMO海上安全委員会2，交通に関する大臣会合の開催について　（P．5海運ニュース国際会議レポート参照）　　労務委員会委員会報告事項1．1．20条特例船のPSC対．策について2．船員保険制度問題について3．第1回ILO　High−Level　Tripa1寸ite　WGの模様　について　　　近海内航部会報告事項1．近海内航部会に関連する最近の問題につい　て　外航船舶解撤促進特別委員会　　　　　　関係報告事項1．第4回シップリサイクル連絡．協議会．へ．）環境対策特別委員会関係報告事項1．環境セミナーの開催につい2．交通部門における地球温暖化対策のあり方　勉強会について　船員対策特別委員会報告事項1，外国人船員問題への．対応について　　陳情書・要望書等（1月）宛先：通関情報処理センター（写）財務省関税局件名；Sea・NACCS利用料金の見直しについて要旨：Sea−NACCS利用料・金は、　Air・NACCSに　　　比べ割高である。特に、積荷目録の登録　　　や提出等では著しい差が生じている。こ　　　のため、Sea−NACCS利用船曲淵の利用　　　料金に関しては、まずはAir−NACCS並　　　みに引き．ドげるよう要望した。　　　国際会議の予定（3月）IMO第47回海洋環境保護委員会（MEPC47）　　3月4［〜8E1　ロンドンIMO策45回設計設備小委員会（DE）　　3月18「1〜22日　　ロン　ドンアジア船主フォ・一ラム（ASF）Ship　Insuranceand　Liability　Committee第7回r・1・r間会合　　3円1．9日置　　　香港アジア船主フォーラム（ASF）第5回シップリサイクル「．1二r間会合　　3月25Ei　　　台北ぜんきよう飽δ2002ミ｝27　　一撚　　塩?^糸充言十　　　　　　　羅　葺　1，わが国貿易額の推移　　　　　　　　　（単位：10億円）　　2，対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）輸　出輸　入入圏出超前年比・前年同期比（％）年　月（FOB）（CIF）輸　出輸　人198541，95631，08510，8704．0▲　　3，8199041，45733，8557，6019．616．8199541，5303L5489，9822．612．3199850，64536，65313，911△　　0，6▲　10，5199947，5573520412，352▲　　6．1▲　　4．0200051，65740，91510，7418．616．02000年12月4，6263，8108168．220．92001年1月3，6253，72／5203．224．424，1993，32Q8791．512．334，9214，0069144．7U，544，3313，669662▲　　1．ユ13．353，8163，73976▲　　0．914．164，1383，379758▲　　7．82．674，0363，617419▲　　6．49．283，8513，518333▲　　8．4▲　　2．294，1633，／l9L艇5▲　ILG▲　　7．9104，0733，613460▲　　9．0▲　　4．6113，8903，397493▲　　9．2▲　　7．9123，9613，300661▲　14．5▲　13．5（注）　財務省貿易統計による。3．不定期船自由市場の成約状況年　月舗）平均最高値最安値1990144．8工ユ．24．3Q160．10199594．0680．30104．251997121．OO111．35131．251998130．89114．25147．DO1999113．91111．28l16．402000107．77102．50l14．902001122．IOU3，85131．692001年1月117．1σU3，85119．252l16．07114．90l17．253121．121ユ7．30124．604123．83121．55126．455122．07119．20123．906122．04119．15124．607124．64／23．241．25．808121．56l18．92124．809118．91116．78121．72．上。121．32119．65123．IG11122．33120．24124．3312127．32123．65131．692002年1月132．66130．75134．69〔単位　．T』M〆T）区分航リ〜毎用船’．、用船叱「「ムシングル（晶　目別内　訳）年次ロ　計連続航海航　　海石炭鉱石スクラップ砂糖肥料その他TdPPer1Qd1995工72，6424，911167，73148，77552，37／57，26ユ1，5261，9415，054．803154，80249，0611996203，4072，478200，92954，37469，50966，5398983，2515，601757工44，56／29，8151997195，9962，663193β3346，79267，19266，55／1，0693，7247，312693160，46843，2401998186，1971，712184，6214．ユ，93869，30164，9948363，8002，4991，280136，97224，7001999141，3211，304150，48130，68656，18457，3092353，2741，7091，082149，73439，5812000146，6432，18292，08926，14746，54967，431／982，1851821，55ユ170，03245，0212001　59，84109，8411，3202，6415，166574393318512，87210，8266U，551011，55工8254，3565，528o744455312，8953，818712，973012，9731，5935，1555，361145558161010，334］．，223813，64．6013，6461，7784，8796，3652550109810，1951，654911，60095510，6458773，9305，3702322022501D，7508671013，07029512，7751，4303，7457，1304035080012，9482，4871115β9636515，0311，5724，9197，9370501673516，4901，8381212，11286011，2521，1223，974．5，2970733115119，4731，9662002　112，76524012，5251，6434，5365，81054391712016，7134，152（注）�@マリタイム・リサーチ．社資料による。�A品目別はシンゲルものの合．計。�B年別は暦年。28�Rせんきょう距わ2002（脚）．．）．疑黙ミ黙巽談強黙　黙一羅黙ミ聡一2QO15D田G原油〔ペルシ．�d・湾／U本・ペルシャ湾／「吹米1米欧／湾ヤシルベ嘲1陶卿11999�o20012DO2εOD1501DO駒慾のお3・飾�S巴旧50穀吻1ガルフ．／目本・北米西岸／「日本・ガルフ／西欧〕】99ア〔年1　　　　　　　　北米西岸／日本　　　ガルフ／西欧19ヨ8　　　　　　　司999　　　　　　　2�o　　　　　　帥012002レ5同4釦．03520251D15口4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／口本ペルシャ湾／欧米月次200D200120022000200／2002阿．古@　　　　最低取同最高　　最低最高　　最低日．古@　　　　最低月昆同最高　　最低最高　　最低165．00　48．00118．00　80．DO50，00　34．7550．00　40．00100．50　82，5040．00　35，00265．00　54．0092．50　86，0σ55．OO　45．0092．50　7σ．00382．50　62．00103．00　88．7570．00　55．0090．00　70．00495．00　78．00一85．00　64．0085．00　70．OD5111．25　93．7575．00　57．OO92．00　75．0063．50　52．506112．50　96．5041．50　38．5095．00　80．0040．00　35．OO7112．50　98．0055．00　43．50100．00　82．5055．00　42．508152，50　112．5063．15　39．OO120，00　90．0057．50　38，509150．00　128．0092．00　57．50132，50105．0082．50　50，DO10165．00　113．5085．00　40，00130，00105．0070．00　37，50Il177．50　164．504．1．00　33，50175．OO　125．0035．00　32，0σ12160．00140．0040．50　36，DO142．50125．0040．00　35，DO（注）�@日本郵船調査グループ資料による、，驍烽ﾌ。�C．グラフの値はいずれも最高値。�A単位はワールドスケールレート。�B．いずれも20万D／W以上の船舶によ5，穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）（単位　ドル／トン）ガルフ／日本北米西岸／日本ガルフ／西欧月次200120022001200220012002最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低122．50　21．50ユ8．85　17．20一10．75一9．15　　8．88222．25　21，00一12．00322．80　22．70一一422，25　21．50一一524．σ014，10　エ3．5018．GG　14．60623．25一18．00　17．00719．50　18．75『一818．90　17．7511．0012．25918．60　17，50一一1018．35　17．50一　1117．25　16．75一10．351217．25　15．80一8，60　　8．50（注）�@日本郵船調査グループ資料による。Bグラフの値はいずれも最高値。�Aいずれも5万D〆W以上8万DバV未噛満の船舶によるもの。せんきょう勘δ2002§29〆　、！石炭（八ンブトンローズ／日本）　　鉄鉱石m、、@　、　、一／＼、　、　、　、　　＼　ハ　　、　　　　ノ@　　／@　　〆@　〆@　／@／@／^、、LL、L＼鉄鉱石〔ツバロン／西欧）1997�梶@　博9B　　1蜘　　　2〔釦　　　2001LI閣．匡i：．2　　　　〔ドル1　　　　25　4002QO22日15105臼r⊃n己3DOE30罰D15D100鵠。　　巳運賃指数へ　　一nン7イ『NリPンY岬、｛L　I，�`ell、f　　�eへヒ　　一nン丁イー^．一ティー_r、　／、、、1ハへ！マ！Ll　　　l撃ﾖ　1一　｝＼　　　　　／　　　小型Oハ、　へ@　Lu！〔、　　1C、！IL、叉　、中型@　’ゾ　＼　／　　　ゾA　、　　　！@　＼＿！VLCC旧ヨ5犀〕1ヨ97旧9ヨ19992DOD叩看3503ゆコ25D20615010u5D釦01　。1　　　　　　　（．6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）（判立：ドル／トン）月次ハンプトンローズ〆El．奉／．石炭｝」2002最低123．456　　9m1112781　」　，　し　　」　．　r　　■　　　　　」　　一　　　　　1ツバロン．．．．．．m．1．4乱｛鍔こ鋭；石）ツバロン〆．i懸区欠（皇失妻嵐石｝町丸一跡2001．最低ii．薪崇l120029．205．40最低」反し｝低1　　8．45　　8．oo　　．7．50　　6．856．655．894．4〔〕4．85・1．304．5〔．）4．25　　−　’　．　　F　．　E　．，40（注〕　．�@日本郵｛［1．｝．調査グループ資料．による．乙　　　　．�Bグラフの値はいずれも最高値、．．1｝いずれもR／∫D，〆W以．．【．．15万D、．．．．．W．未満の葺［i｝舶によるもの。7，タンカー運賃指数タ　　　　ン　　　　カ　　　　一　　　　テ軍　　　　tミ　　　才旨　　　委気月次ユ9992000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001VLCC中型小型H・DR・CVLCC中型小　型　　1．1・DIH・C　VLCCrl．1型小型H・D1．1・C123456789101112　53，5@58．7@62．2@48，8P37．8240．7…149．．咀142．3i4L3147．0段1：§91．2X5．8X2．1X3．9W8．．13W5．8@75．7@ア4，3@73．3@71．3@s2，5@91．2l16．sP38，〔｝P13．8D136．7P28．2z21．4P24．DP12．9P〔〕8Pl撃n9．8P鴨．9P06．3150．0P6L2P64．．3P67．5P76．6Q09．9P96．3P．60．0P62．lP53．6lL7P46．9198．9P65．7P59．3P．4r1，2P58．3P57．3P6ドL5P59．．l戟E．且7，9P51．3P5藍｝．1．撃窒P・．kPl4s．0T3．3T9．3U9．6W1．4X5．8P0⊂｝．9　−10＝〕，5P28．6奄R132a4．：〜P6け』192．8P07．8P／5．7P34．9P2｛�_．9DL35．6P53．1P96．5P90．9P65．1Q畳｝4．7Q09．8L262P41．1P63．7k95．アP77．4P74．．1Q44．9Q65．5Q69．2^94．1Q67．0Q64．6145．91148．4奄血掾F塁i橡1：号185．61196．8P蓉置：贈き：ま　　　　　ヒ�ｉ塁鴇229．51254．6217・3i264・9240．91257・s272．0［283．1�_．51，sP17．2W6．7X4．！W1．4U〔．，．．7T2．2T0．8V3．．7P47121．7．3Q05．8P58．4P71．3P6〔〕，3P32．3P14．2P1．1．3P10．7@98．43吐6，3Q30．5Q38．9Q72．0Pgo．5z82．8P30．lP4．8．oD1．53．6P36．1277．4R22．9Q94．7Q99．0Q95．7Q422Q23．6Q0座．3Q工0．0P62．837LoS0〔L2R47．8Q64．4Q62．アQ64．1Q13．8Q08．2P87．1P91．6平均…4＆084．601】8．9165．8158ドi97．6152．81206．i）208．212：L9．11注）　�@．ロイズ・オブ・．ロンドンプレス発行のロ．イ@　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと198ア．年1ズ・シップマネジャーによる．訊シッビング・ニューズ・インターナショナルP月に含併／�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。◎タンカー運賃指．数の5区分については、以下のとおり　イ．VLCC：］5万トン以．ヒ　自II「型：7万〜15万1・ン　ハ小型トン　さ．H・D＝ハンディ・ダーティ；3万5000トン未満　ホH・C己ハンディ・クリーン：全船型。：3万〜7万30§せんぎょう地う2002050LS96｛年11弱71993199920GD2001450　1000　　万ロへ1’40035D3囲250εoo150旧。50o8QO劒04朋200係船船腹199國年】1997199巳199ヨ20DO2DO18．貨物船用船料指数貨物船航海用船料指．数貨物船定期用船料指数月次1996199711998199920σO2001．1棘7　　　　　11998lggg　l2000200120．7．02〔〕9．0189．0i66．0ユ90．〔．〕193．σ380．334ア．0277．O231．0222．o264．02202．0197．0185．〔．）170．O191．．0198．O386．6332．025r1．．O229．0231．0267．O3192．01．99．O171．o169．0190．0195．〔｝339．4341．0260．O2．19−0231．o26D．04192．（》197．o173．曳）／72．o　】玉91．o20〔｝．⇔363．o354．o262．o221．02嶋．（》258．o5196．0190．〔〕173．0173．o　l193．0206．〔｝35D．O342．0262．O238．〔〕252．0262．06195．0184．o175．0176．0ヨ　202．05［2〔）5．0339．0326．o292．o238．0251．o272．071．86．O183．0167．o179．0匡　202．0204．O339．0338．o266．Q226．026．「且．0267．08189．O196．0165．〔｝／78．0203．0192．0289．0330．02to．0233．0267．σ253．09186．O190．O164．0185．02〔〕6．0193．o293．0327．o208．0238．0271．0248．010176．Q191．0165．O185．0207．0195．O294．〔）316．O222．o241．0290．o249．〔）1ユ1．88．O189．0170．O195．0206．O195．0323．029〔．〕．〔｝231．O254．0278．0227．012211．0186．〔．）168．O：li〕2．0200．01323．029r且．o232．0237．0267．O平均．193．3192．61ア2．1．178．3198．41334．9328．1245．51233．7255．8（注｝�@．ロイズ・オブ・ロンドンブレス発行のロイズ・シップマネジ．v一による、，〔シッビング・ニューズ・インターナショナ　　　　ルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合fll＝）ilr．≧：．航海川託1［！．料指．数は1965．7−1966．6＝10D　定1サ1川船料指　　　　．数1よ｝971＝、｛x）．�c）．9，係船船腹量の推移199920002001月次工を物船タンカー貨物瑞一タンカー貨物船タンカー一隻．．数干G．．．己．．T．千D，．．＝W隻．数1千G．．己．．T．千D．．．．W隻数1干G，．．．Tl千D．．語．W巨2数千G．．．．己．TモD．．．F．W隻．数千G．．F．T千D！W隻．数干G．”．T｛．D．1W】3283，2424，060511，2052，1253333，2524，134461，2652，2922652，3542，7754．1　7841，47723ユ73，0943，83047　9〔｝71，4873132，9843，758461，1922，2212592，1942，49739　7391，38233123，2484，135451，0041，7203102，9493，68〔｝461，1922，2212，582，1742，48940　971．1，88343063，32．14，275491，／831，9433122，9213，599461，1722，2572562，／272，46339　6471，20353033，l143，949491，1741．，9263052，7733，38ユ43　914L6982472，0632，37938　6451，19963283，5034，535501，3872，4852992，6903，26942L12．72，1942432，0312，34137　6441，19673293，374．4，345501，3632，44329／2，6303，225　　　　　　一S1　86．）1，6392361，8372，17337　6441，／9683413，4074，377511，5122，6392862，6223，22440　81．3／，5522481，8182，10635　6191，15493443，5144，560501，5072，6312802，5693，18340　　813ユ，5522431，7452，03238　8681，667／o3553，5444，576491，14／1，9402922，6183，1．85441，1．41）2，2012371，6821，96537　8631，661113473，3324，2481471，2362，1932892，5743，13542　　87．7／，644238L7221，99638　8641，68112　　　　　　　　　　　　　　1R553，4564，449146L2932・30812712，4292，91440　77．，1，471．2431，8202，14．7411，0542，083（注｝ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップベッセルズによる。せんきょうF幽2002§3」．編二1葉．．後．…記　私は横浜のいわゆるニュータウンに住ん．でいる。最近、日本メーカーの販売店が撤退し、驚いたことに赤い車が並ぶ店になった。外国車の販売店は、これまでもドイツ、スウェーデン、フランス、英国と一通り揃っていた。住み始めてから7年、日本メーカーにも新規出店や撤退の動きはあった。しかし、イタリア車の販売店は初めてだ。　米国車のディーラーはといえば、唯一近所にあった店の看板はドイツ車のそれに変わった。社名は米国メーカーだが、販売車種は欧州子会社製というものもある。あとは並行輸入業者が扱う特殊な車が目に付く程度。　海外での日本車はどうなのだろうか。米国では品質の良いコンパクトカーとして日本車は評価を得た後、高級車や小型SUV、そしてピックアップトラックへと進出している。昨年の乗用車販売シェアは32．8％、商用車も含めたシェアでも26．8％になった。　ところが欧州では一向に振るわない。西欧での販売シェアは10％を少し越えた程度だ。要すれば、似たような小型車を得意とする欧州メーカーが確固たる地位を確立していて、日本から輸出する小型車では採算が取れなかったのだ。　マーケティング面でも、日本メーカーは米国での成功を欧州へ展開出来なかった。とある日本メーカーの方に伺ったところによると、米国32§せんきょうE凶2002ではジェネレーションで顧客層を捉えることが出来たそうだ。消費の太宗を占めるジェネレーションの嗜好を掴めば、売れる車種を投入することが出来たという。　ところが、欧州では同じ手法が通じない。日米欧の販売担当者が一堂に会して討論した結果、欧州でのキーワードはクラス（階級）だという。売れる車種がクラスで決まっているどころか、メーカーまで決まっている。日本車は安くもなく、高級でもなかったのだ。　その後、日本メーカーも現地生産を充実させ、．一．本格的な進出への正念場を迎えている。現地生産が拡大することで、生産コストは下げられるだろう。さらにデザインや設計段階から欧州での車作りを始めている。そろそろ成果が出てくることを期待している。　昨年の輸入乗用車都道府県別登録実績によると、最も多いのは東京都で全国の16．3％を占め、第二位が神奈川県の10，0％。確かに外車をよく目にするように思うし、欧州車は魅力的だとも思う。欧州の入たちに日本車はどのように映っているのだろうか。　川崎汽船株式会社情報広報グループ課長　　（　　　　谷　信彦せんきょう2月号　No．499（Vol．42　No．11）発行　平成14年2月20日創刊　昭和35年8月10日発行所　社団法人　日本船主協会〒102−8603東京都干代田区平河町2−6−4（海運ビル）丁EL．（03）3264−7181（総務音β広幸侵室）編集・発行人　鈴木昭洋製作　株式会社タイヨーグラフィック定価　407円（消費税を含む。会員については会費に含めて購読料を　　　　徴収している）島｝Y日本船主協会環境憲章環境理念日本船主協会は、地球・海洋環境保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立ち、海難事故や副詞による海洋汚染を防止するため船舶の安全運航を徹底するとともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推進します。さらに、海運があらゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを踏まえ、環境保全への一層の取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に寄与することに努めます。行動指針ヒ／日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環境対策の推進に努めるとともに会員会社の積極的な環境保全への取り組みを支援します。　　地球・海洋環境に関わる国内外の法規の遵守と自主的な環境方針の策定1．　　　による一層の環境保全　　　船舶の安全運航を確保するための管理システムの構築と徹底、安全運航2．　　　に寄与する機器の開発支援と導入促進　　　省エネルギー輸送効率に優れた船舶および設備の採用、船舶の運航に3．　　　伴う環境負荷の低減、廃棄物の削減と適切な処理　　　海洋汚染事故の原因となるサブスタンダード船排除の積極的な推進と船4．　　　舶リサイクルの促進5．　船舶の運航技術の向上と地球・海洋環境保全のための適切な教育・訓練　　　海難事故および大規模災害等に備え、迅速な対応が取れる適切な6．　　　体制の維持整備促進　　環境保全活動に関する積極的な情報の提供、環境問題への7．　　意識向上と環境保全への日常引取り組みの強化8．環境対策に関わる内外関係機関等との連携の強化および内外フォーラム・会議への積極的な参加と貢献　　　　．！謙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幾一．．．D．．D一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、　　・．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ　　　ゆ　　　　　　　　　　　『．…　　　譜・驚・麟二輪．．D＼

